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○
国
土
交
通
省
令
第
五
十
五
号

海
上
運
送
法
及
び
船
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
九
年
法
律
第
二
十
一
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び

に
関
係
法
律
の
規
定
に
基
づ
き
、
及
び
関
係
法
律
を
実
施
す
る
た
め
、
海
上
運
送
法
及
び
船
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
の
施
行
に
伴
う
国
土
交
通
省
関
係
省
令
の
整
備
等
に
関
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
九
年
九
月
二
十
九
日

国
土
交
通
大
臣

石
井

啓
一

海
上
運
送
法
及
び
船
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
国
土
交
通
省
関
係
省
令
の
整
備
等
に
関
す

る
省
令

（
海
上
運
送
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

海
上
運
送
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
四
年
運
輸
省
令
第
四
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る

改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に

対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。

）
は
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対

象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。
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改

正

後

改

正

前

目
次

目
次

第
一
章
～
第
四
章

（
略
）

第
一
章
～
第
四
章

（
略
）

第
五
章

準
日
本
船
舶
の
認
定
等
（
第
三
十
一
条
―
第
四
十
二
条
の
七
）

第
五
章

準
日
本
船
舶
の
認
定
等
（
第
三
十
一
条
―
第
四
十
二
条
の
七
）

第
六
章

先
進
船
舶
の
導
入
等
の
促
進
（
第
四
十
二
条
の
八
ー
第
四
十
二
条
の

十
三
）

第
七
章

湖
、
沼
又
は
河
川
に
お
い
て
営
む
船
舶
運
航
の
事
業
（
第
四
十
二
条

第
六
章

湖
、
沼
又
は
河
川
に
お
い
て
営
む
船
舶
運
航
の
事
業
（
第
四
十
二
条

の
十
四
）

の
八
）

第
八
章

国
際
船
舶
の
譲
渡
等
（
第
四
十
三
条
―
第
四
十
五
条
）

第
七
章

国
際
船
舶
の
譲
渡
等
（
第
四
十
三
条
―
第
四
十
五
条
）

第
九
章

雑
則
（
第
四
十
六
条
―
第
五
十
一
条
）

第
八
章

雑
則
（
第
四
十
六
条
―
第
五
十
一
条
）

附
則

附
則

（
準
日
本
船
舶
の
認
定
の
申
請
）

（
準
日
本
船
舶
の
認
定
の
申
請
）

第
三
十
一
条

法
第
三
十
九
条
の
五
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
準
日
本
船

第
三
十
一
条

法
第
三
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
準
日
本
船
舶
の
認
定
を

舶
の
認
定
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
準
日
本

申
請
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
準
日
本
船
舶
認
定
申

船
舶
認
定
申
請
書
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

請
書
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

一
～
五

（
略
）

一
～
五

（
略
）

六

総
ト
ン
数
等
（
法
第
三
十
九
条
の
五
第
三
項
に
規
定
す
る
総
ト
ン
数
等
を
い

六

総
ト
ン
数
等
（
法
第
三
十
九
条
の
五
第
二
項
に
規
定
す
る
総
ト
ン
数
等
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）

う
。
以
下
同
じ
。
）

七

法
第
三
十
九
条
の
五
第
四
項
に
規
定
す
る
検
査
（
以
下
「
安
全
衛
生
検
査
」

（
新
設
）

と
い
う
。
）
を
受
け
た
船
舶
に
あ
つ
て
は
、
検
査
内
容

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

一

申
請
者
（
法
第
三
十
九
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
の
申
請
に
あ
つ

一

申
請
者
が
当
該
船
舶
を
運
航
し
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

て
は
、
当
該
申
請
に
係
る
対
外
船
舶
運
航
事
業
者
に
限
る
。
）
が
当
該
船
舶
を

運
航
し
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

二

船
舶
の
国
籍
及
び
船
舶
所
有
者
を
証
す
る
書
類

二

船
舶
の
国
籍
及
び
船
舶
所
有
者
を
証
す
る
書
類

三

船
舶
所
有
者
が
申
請
者
（
法
第
三
十
九
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
認
定

三

船
舶
所
有
者
が
申
請
者
の
子
会
社
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
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の
申
請
に
あ
つ
て
は
、
当
該
申
請
に
係
る
本
邦
船
主
に
限
る
。
）
の
子
会
社
で

あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

四

法
第
三
十
九
条
の
五
第
一
項
第
一
号
又
は
同
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
二
号

四

法
第
三
十
九
条
の
五
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
契
約
の
契
約
書
の
写
し

に
規
定
す
る
契
約
の
契
約
書
の
写
し

五

（
略
）

五

（
略
）

六

安
全
衛
生
検
査
を
受
け
た
船
舶
に
あ
つ
て
は
、
第
三
十
六
条
の
三
の
安
全
衛

（
新
設
）

生
検
査
合
格
証
の
写
し
又
は
当
該
検
査
の
結
果
を
記
載
し
た
書
類

七
・
八

（
略
）

六
・
七

（
略
）

（
認
定
の
要
件
）

（
認
定
の
要
件
）

第
三
十
二
条

法
第
三
十
九
条
の
五
第
一
項
第
一
号
及
び
同
条
第
二
項
第
一
号
の
国

第
三
十
二
条

法
第
三
十
九
条
の
五
第
一
項
第
一
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
要

土
交
通
省
令
で
定
め
る
要
件
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

件
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

２

法
第
三
十
九
条
の
五
第
二
項
第
二
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
要
件
は
、
当

（
新
設
）

該
契
約
に
お
い
て
、
当
該
契
約
の
確
実
な
履
行
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る

事
項
が
定
め
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
と
す
る
。

３

法
第
三
十
九
条
の
五
第
一
項
第
二
号
及
び
同
条
第
二
項
第
三
号
の
国
土
交
通
省

２

法
第
三
十
九
条
の
五
第
一
項
第
二
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次

令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
項
と
し
、
同
条
第
一
項
第
二

の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
項
と
し
、
同
号
の
要
件
は
、
同
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
事

号
及
び
同
条
第
二
項
第
三
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
要
件
は
、
同
表
の
上
欄

項
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

に
掲
げ
る
事
項
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す

る
。

（
表

略
）

（
表

略
）

（
測
度
の
申
請
等
）

（
測
度
の
申
請
等
）

第
三
十
三
条

法
第
三
十
九
条
の
五
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
船
舶
の
総
ト
ン
数
等
の

第
三
十
三
条

法
第
三
十
九
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
船
舶
の
総
ト
ン
数
等
の

測
度
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
総
ト
ン
数
等
測

測
度
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
総
ト
ン
数
等
測

度
申
請
書
を
所
轄
地
方
運
輸
局
長
等
（
船
舶
が
本
邦
に
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
当

度
申
請
書
を
所
轄
地
方
運
輸
局
長
等
（
船
舶
が
本
邦
に
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
当

該
船
舶
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
運
輸
局
又
は
特
定
運
輸
支
局
等
（
運
輸
支
局

該
船
舶
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
運
輸
局
又
は
特
定
運
輸
支
局
等
（
運
輸
支
局

（
地
方
運
輸
局
組
織
規
則
（
平
成
十
四
年
国
土
交
通
省
令
第
七
十
三
号
）
別
表
第

（
地
方
運
輸
局
組
織
規
則
（
平
成
十
四
年
国
土
交
通
省
令
第
七
十
三
号
）
別
表
第

二
第
一
号
に
掲
げ
る
運
輸
支
局
（
福
岡
運
輸
支
局
を
除
く
。
）
を
除
く
。
）
、
同

二
第
一
号
に
掲
げ
る
運
輸
支
局
（
福
岡
運
輸
支
局
を
除
く
。
）
を
除
く
。
）
、
同
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令
別
表
第
五
第
二
号
に
掲
げ
る
海
事
事
務
所
及
び
内
閣
府
設
置
法
（
平
成
十
一
年

令
別
表
第
五
第
二
号
に
掲
げ
る
海
事
事
務
所
及
び
内
閣
府
設
置
法
（
平
成
十
一
年

法
律
第
八
十
九
号
）
第
四
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
沖
縄
総
合
事
務
局
に
置

法
律
第
八
十
九
号
）
第
四
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
沖
縄
総
合
事
務
局
に
置

か
れ
る
事
務
所
で
地
方
運
輸
局
に
お
い
て
所
掌
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務
の

か
れ
る
事
務
所
で
地
方
運
輸
局
に
お
い
て
所
掌
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務
の

う
ち
国
土
交
通
省
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
五
十
五
号
）
第
二
百
十
二

う
ち
国
土
交
通
省
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
五
十
五
号
）
第
二
百
十
二

条
第
二
項
に
規
定
す
る
事
務
を
分
掌
す
る
も
の
を
い
う
。
第
四
十
九
条
に
お
い
て

条
第
二
項
に
規
定
す
る
事
務
を
分
掌
す
る
も
の
を
い
う
。
第
四
十
九
条
に
お
い
て

同
じ
。
）
の
長
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
地
方
運
輸
局
長
等
」
と
い
う
。
）
を

同
じ
。
）
の
長
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
地
方
運
輸
局
長
等
」
と
い
う
。
）
を

い
い
、
船
舶
が
本
邦
外
に
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
関
東
運
輸
局
長
を
い
う
。
以
下

い
い
、
船
舶
が
本
邦
外
に
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
関
東
運
輸
局
長
を
い
う
。
以
下

こ
の
章
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

こ
の
章
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

一
～
九

（
略
）

一
～
九

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
安
全
衛
生
検
査
の
申
請
等
）

第
三
十
六
条
の
二

安
全
衛
生
検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

（
新
設
）

を
記
載
し
た
安
全
衛
生
検
査
申
請
書
を
所
轄
地
方
運
輸
局
長
等
に
提
出
す
る
も
の

と
す
る
。

一

住
所
及
び
氏
名

二

船
舶
の
名
称

三

船
舶
の
国
籍

四

船
舶
所
有
者
の
住
所
及
び
氏
名

五

検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
事
項

六

そ
の
他
国
土
交
通
大
臣
が
必
要
と
認
め
る
事
項

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
二
千
六
年
の
海
上
の
労
働
に
関
す
る
条
約
の
締
約
国
で

あ
る
外
国
が
当
該
条
約
の
規
定
に
基
づ
い
て
交
付
し
た
船
員
法
（
昭
和
二
十
二
年

法
律
第
百
号
）
第
百
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
海
上
労
働
証
書
に
相
当
す
る
証

書
（
第
四
十
二
条
第
三
項
に
お
い
て
「
相
当
証
書
」
と
い
う
。
）
の
写
し
を
添
付

す
る
も
の
と
す
る
。

３

所
轄
地
方
運
輸
局
長
等
は
、
安
全
衛
生
検
査
の
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場

合
は
、
前
項
の
書
類
の
ほ
か
、
必
要
な
書
類
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
安
全
衛
生
検
査
合
格
証
の
交
付
）
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第
三
十
六
条
の
三

所
轄
地
方
運
輸
局
長
等
は
、
安
全
衛
生
検
査
の
結
果
当
該
船
舶

（
新
設
）

が
船
員
法
第
百
条
の
六
第
三
項
第
二
号
に
掲
げ
る
要
件
（
作
業
用
具
の
整
備
に
関

す
る
事
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
第
四
十
一
条
の
三
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
適
合

し
て
い
る
と
認
め
た
と
き
は
、
申
請
者
に
対
し
、
安
全
衛
生
検
査
合
格
証
を
交
付

す
る
も
の
と
す
る
。

（
認
定
証
の
記
載
事
項
）

（
認
定
証
の
記
載
事
項
）

第
三
十
七
条

法
第
三
十
九
条
の
五
第
六
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、

第
三
十
七
条

法
第
三
十
九
条
の
五
第
四
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

認
定
対
外
船
舶
運
航
事
業
者
等
の
住
所
及
び
氏
名

一

認
定
対
外
船
舶
運
航
事
業
者
の
住
所
及
び
氏
名

二
～
四

（
略
）

二
～
四

（
略
）

五

安
全
衛
生
検
査
を
受
け
た
船
舶
に
あ
つ
て
は
、
検
査
内
容

（
新
設
）

（
命
令
航
海
に
確
実
か
つ
速
や
か
に
従
事
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
お
そ
れ

（
命
令
航
海
に
確
実
か
つ
速
や
か
に
従
事
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
お
そ
れ

が
あ
る
事
由
）

が
あ
る
事
由
）

第
三
十
八
条

法
第
三
十
九
条
の
五
第
七
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
由
は
、

第
三
十
八
条

法
第
三
十
九
条
の
五
第
五
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
由
は
、

準
日
本
船
舶
が
国
籍
を
有
す
る
国
に
お
い
て
、
当
該
国
以
外
の
国
の
国
籍
を
有
す

準
日
本
船
舶
が
国
籍
を
有
す
る
国
に
お
い
て
、
当
該
国
以
外
の
国
の
国
籍
を
有
す

る
者
又
は
当
該
国
以
外
の
国
の
法
令
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人
そ
の
他
の
団
体
へ

る
者
又
は
当
該
国
以
外
の
国
の
法
令
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人
そ
の
他
の
団
体
へ

の
船
舶
の
譲
渡
の
禁
止
、
緊
急
時
に
お
け
る
当
該
国
の
国
籍
を
有
す
る
船
舶
に
対

の
船
舶
の
譲
渡
の
禁
止
、
緊
急
時
に
お
け
る
当
該
国
の
国
籍
を
有
す
る
船
舶
に
対

す
る
徴
用
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
措
置
が
行
わ
れ
た
こ
と
と
す
る
。

す
る
徴
用
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
措
置
が
行
わ
れ
た
こ
と
と
す
る
。

（
変
更
等
の
届
出
）

（
変
更
等
の
届
出
）

第
三
十
九
条

法
第
三
十
九
条
の
五
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
変
更
等
の
届
出
を
し
よ

第
三
十
九
条

法
第
三
十
九
条
の
五
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
変
更
等
の
届
出
を
し
よ

う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
変
更
等
届
出
書
を
国
土
交
通
大

う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
変
更
等
届
出
書
を
国
土
交
通
大

臣
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

臣
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

法
第
三
十
九
条
の
五
第
七
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
あ
つ
た
場
合
に

四

法
第
三
十
九
条
の
五
第
五
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
あ
つ
た
場
合
に

あ
つ
て
は
、
当
該
変
更
に
係
る
事
項
、
当
該
変
更
が
あ
つ
た
年
月
日
及
び
当
該

あ
つ
て
は
、
当
該
変
更
に
係
る
事
項
、
当
該
変
更
が
あ
つ
た
年
月
日
及
び
当
該

変
更
の
理
由

変
更
の
理
由

五

（
略
）

五

（
略
）



- 6 -

２

前
項
の
届
出
が
法
第
三
十
九
条
の
五
第
七
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更
に
係

２

前
項
の
届
出
が
法
第
三
十
九
条
の
五
第
五
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更
に
係

る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
前
項
の
届
出
書
に
、
第
三
十
一
条
第
二
項
各
号
に
掲

る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
前
項
の
届
出
書
に
、
第
三
十
一
条
第
二
項
各
号
に
掲

げ
る
書
類
の
う
ち
当
該
変
更
に
係
る
も
の
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

げ
る
書
類
の
う
ち
当
該
変
更
に
係
る
も
の
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

３

第
一
項
の
届
出
が
法
第
三
十
九
条
の
五
第
七
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
認

３

第
一
項
の
届
出
が
法
第
三
十
九
条
の
五
第
五
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
認

定
証
の
記
載
事
項
に
該
当
す
る
も
の
の
変
更
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
第

定
証
の
記
載
事
項
に
該
当
す
る
も
の
の
変
更
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
第

一
項
の
届
出
書
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
認
定
証
書
換
え
申
請
書

一
項
の
届
出
書
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
認
定
証
書
換
え
申
請
書

に
認
定
証
を
添
付
し
て
、
こ
れ
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

に
認
定
証
を
添
付
し
て
、
こ
れ
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

（
準
日
本
船
舶
の
総
ト
ン
数
等
の
変
更
に
係
る
測
度
の
申
請
等
）

（
準
日
本
船
舶
の
総
ト
ン
数
等
の
変
更
に
係
る
測
度
の
申
請
等
）

第
四
十
条

法
第
三
十
九
条
の
五
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
準
日
本
船
舶
の
総
ト
ン
数

第
四
十
条

法
第
三
十
九
条
の
五
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
準
日
本
船
舶
の
総
ト
ン
数

等
の
変
更
に
係
る
測
度
（
以
下
「
改
測
」
と
い
う
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は

等
の
変
更
に
係
る
測
度
（
以
下
「
改
測
」
と
い
う
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は

、
第
三
十
三
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
総
ト
ン
数
等
改
測
申
請

、
第
三
十
三
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
総
ト
ン
数
等
改
測
申
請

書
を
所
轄
地
方
運
輸
局
長
等
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

書
を
所
轄
地
方
運
輸
局
長
等
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
準
日
本
船
舶
の
安
全
衛
生
検
査
の
内
容
の
変
更
に
係
る
検
査
の
申
請
等
）

第
四
十
一
条
の
二

法
第
三
十
九
条
の
五
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
準
日
本
船
舶
の
検

（
新
設
）

査
内
容
の
変
更
に
係
る
検
査
（
以
下
「
変
更
検
査
」
と
い
う
。
）
を
受
け
よ
う
と

す
る
者
は
、
第
三
十
六
条
の
二
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
安
全
衛

生
変
更
検
査
申
請
書
及
び
第
三
十
六
条
の
三
の
安
全
衛
生
検
査
合
格
証
を
所
轄
地

方
運
輸
局
長
等
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

２

第
三
十
六
条
の
二
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
に
規
定
す
る
準
日
本

船
舶
の
変
更
検
査
の
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
安
全
衛
生
検
査
合
格
証
の
書
換
え
）

第
四
十
一
条
の
三

所
轄
地
方
運
輸
局
長
等
は
、
変
更
検
査
の
結
果
当
該
船
舶
が
船

（
新
設
）

員
法
第
百
条
の
六
第
三
項
第
二
号
に
掲
げ
る
要
件
に
適
合
し
て
い
る
と
認
め
た
と

き
は
、
第
三
十
六
条
の
三
の
安
全
衛
生
検
査
合
格
証
の
書
換
え
を
す
る
も
の
と
す

る
。
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（
準
日
本
船
舶
の
譲
受
等
の
届
出
）

（
準
日
本
船
舶
の
譲
受
等
の
届
出
）

第
四
十
二
条

法
第
三
十
九
条
の
五
第
十
項
の
規
定
に
よ
り
準
日
本
船
舶
の
譲
受
等

第
四
十
二
条

法
第
三
十
九
条
の
五
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
準
日
本
船
舶
の
譲
受
等

の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
準
日
本
船
舶
譲

の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
準
日
本
船
舶
譲

受
等
届
出
書
に
認
定
証
を
添
付
し
て
、
こ
れ
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
す
る
も
の

受
等
届
出
書
に
認
定
証
を
添
付
し
て
、
こ
れ
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
す
る
も
の

と
す
る
。

と
す
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

法
第
三
十
九
条
の
五
第
十
項
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
い
ず
れ
に
該
当
す
る
か

四

法
第
三
十
九
条
の
五
第
七
項
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
い
ず
れ
に
該
当
す
る
か

の
別

の
別

五

（
略
）

五

（
略
）

２

前
項
の
届
出
が
法
第
三
十
九
条
の
五
第
十
項
第
一
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す

２

前
項
の
届
出
が
法
第
三
十
九
条
の
五
第
七
項
第
一
号
に
掲
げ
る
場
合
に
係
る
も

る
と
き
は
、
前
項
の
届
出
書
に
国
際
総
ト
ン
数
を
記
載
す
る
と
と
も
に
、
次
に
掲

の
で
あ
る
場
合
に
は
、
前
項
の
届
出
書
に
国
際
総
ト
ン
数
を
記
載
す
る
と
と
も
に

げ
る
書
類
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

３

第
一
項
の
届
出
（
安
全
衛
生
検
査
を
受
け
た
船
舶
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
が

（
新
設
）

法
第
三
十
九
条
の
五
第
十
項
第
一
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
と
き
は
、
第
一

項
の
届
出
書
に
検
査
内
容
を
記
載
す
る
と
と
も
に
、
相
当
証
書
の
写
し
を
添
付
す

る
も
の
と
す
る
。

（
認
定
証
の
再
交
付
）

（
認
定
証
の
再
交
付
）

第
四
十
二
条
の
二

認
定
対
外
船
舶
運
航
事
業
者
等
は
、
認
定
証
を
損
傷
し
、
又
は

第
四
十
二
条
の
二

認
定
対
外
船
舶
運
航
事
業
者
は
、
認
定
証
を
損
傷
し
、
又
は
滅

滅
失
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
認
定
証
再
交
付

失
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
認
定
証
再
交
付
申

申
請
書
に
当
該
損
傷
し
た
認
定
証
（
認
定
証
を
滅
失
し
た
と
き
は
、
そ
の
事
実
を

請
書
に
当
該
損
傷
し
た
認
定
証
（
認
定
証
を
滅
失
し
た
と
き
は
、
そ
の
事
実
を
記

記
載
し
た
書
面
）
を
添
付
し
て
、
こ
れ
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
、
認
定
証
の

載
し
た
書
面
）
を
添
付
し
て
、
こ
れ
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
、
認
定
証
の
再

再
交
付
を
受
け
る
も
の
と
す
る
。

交
付
を
受
け
る
も
の
と
す
る
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

２

認
定
対
外
船
舶
運
航
事
業
者
等
は
、
認
定
証
の
再
交
付
を
受
け
た
後
、
失
つ
た

２

認
定
対
外
船
舶
運
航
事
業
者
は
、
認
定
証
の
再
交
付
を
受
け
た
後
、
失
つ
た
認

認
定
証
を
発
見
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
こ
れ
を
国
土
交
通
大
臣
に
返
納
す
る

定
証
を
発
見
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
こ
れ
を
国
土
交
通
大
臣
に
返
納
す
る
も

も
の
と
す
る
。

の
と
す
る
。
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（
認
定
証
の
返
納
）

（
認
定
証
の
返
納
）

第
四
十
二
条
の
三

認
定
対
外
船
舶
運
航
事
業
者
等
は
、
法
第
三
十
九
条
の
五
第
十

第
四
十
二
条
の
三

認
定
対
外
船
舶
運
航
事
業
者
は
、
法
第
三
十
九
条
の
五
第
九
項

二
項
の
規
定
に
よ
り
準
日
本
船
舶
に
係
る
認
定
が
取
り
消
さ
れ
た
と
き
は
、
遅
滞

の
規
定
に
よ
り
準
日
本
船
舶
に
係
る
認
定
が
取
り
消
さ
れ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く

な
く
、
認
定
証
を
国
土
交
通
大
臣
に
返
納
す
る
も
の
と
す
る
。

、
認
定
証
を
国
土
交
通
大
臣
に
返
納
す
る
も
の
と
す
る
。

（
総
ト
ン
数
等
の
確
認
）

（
総
ト
ン
数
等
の
確
認
）

第
四
十
二
条
の
四

法
第
三
十
九
条
の
六
の
規
定
に
よ
る
確
認
は
、
第
四
十
二
条
第

第
四
十
二
条
の
四

法
第
三
十
九
条
の
六
の
規
定
に
よ
る
確
認
は
、
第
四
十
二
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
り
準
日
本
船
舶
譲
受
等
届
出
書
に
記
載
さ
れ
た
国
際
総
ト
ン
数

二
項
の
規
定
に
よ
り
準
日
本
船
舶
譲
受
等
届
出
書
に
記
載
さ
れ
た
国
際
総
ト
ン
数

と
、
第
三
十
三
条
第
一
項
の
総
ト
ン
数
等
測
度
申
請
書
に
記
載
さ
れ
た
国
際
総
ト

と
、
第
三
十
三
条
第
一
項
の
総
ト
ン
数
等
測
度
申
請
書
に
記
載
さ
れ
た
国
際
総
ト

ン
数
（
法
第
三
十
九
条
の
五
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
改
測
を
受
け
た
場
合
に
あ
つ

ン
数
（
法
第
三
十
九
条
の
五
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
改
測
を
受
け
た
場
合
に
あ
つ

て
は
、
第
四
十
条
第
一
項
の
総
ト
ン
数
等
改
測
申
請
書
に
記
載
さ
れ
た
国
際
総
ト

て
は
、
第
四
十
条
第
一
項
の
総
ト
ン
数
等
改
測
申
請
書
に
記
載
さ
れ
た
国
際
総
ト

ン
数
）
と
を
照
合
す
る
こ
と
そ
の
他
の
国
土
交
通
大
臣
が
適
当
と
認
め
る
方
法
に

ン
数
）
と
を
照
合
す
る
こ
と
そ
の
他
の
国
土
交
通
大
臣
が
適
当
と
認
め
る
方
法
に

よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
安
全
衛
生
検
査
の
内
容
の
確
認
）

第
四
十
二
条
の
四
の
二

法
第
三
十
九
条
の
七
の
規
定
に
よ
る
確
認
は
、
第
四
十
二

（
新
設
）

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
準
日
本
船
舶
譲
受
等
届
出
書
に
記
載
さ
れ
た
検
査
内
容

と
、
第
三
十
六
条
の
二
第
一
項
の
安
全
衛
生
検
査
申
請
書
に
記
載
さ
れ
た
検
査
を

受
け
よ
う
と
す
る
事
項
（
法
第
三
十
九
条
の
五
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
変
更
検
査

を
受
け
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
第
四
十
一
条
の
二
第
一
項
の
安
全
衛
生
変
更
検
査

申
請
書
に
記
載
さ
れ
た
検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
事
項
）
と
を
照
合
す
る
こ
と
そ

の
他
の
国
土
交
通
大
臣
が
適
当
と
認
め
る
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
準
日
本
船
舶
重
要
事
項
報
告
書
）

（
準
日
本
船
舶
重
要
事
項
報
告
書
）

第
四
十
二
条
の
五

法
第
三
十
九
条
の
九
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
は
、
準
日
本

第
四
十
二
条
の
五

法
第
三
十
九
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
は
、
準
日
本

船
舶
重
要
事
項
報
告
書
（
第
十
二
号
様
式
に
よ
る
。
）
一
通
を
、
事
業
年
度
ご
と

船
舶
重
要
事
項
報
告
書
（
第
十
二
号
様
式
に
よ
る
。
）
一
通
を
、
事
業
年
度
ご
と

に
作
成
し
、
毎
事
業
年
度
終
了
後
一
月
以
内
に
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
す
る
こ
と

に
作
成
し
、
毎
事
業
年
度
終
了
後
一
月
以
内
に
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
す
る
こ
と

に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
臨
時
の
報
告
）

（
臨
時
の
報
告
）
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第
四
十
二
条
の
六

認
定
対
外
船
舶
運
航
事
業
者
等
は
、
前
条
に
定
め
る
報
告
書
の

第
四
十
二
条
の
六

認
定
対
外
船
舶
運
航
事
業
者
は
、
前
条
に
定
め
る
報
告
書
の
ほ

ほ
か
、
国
土
交
通
大
臣
か
ら
、
法
第
三
十
九
条
の
五
第
七
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項

か
、
国
土
交
通
大
臣
か
ら
、
法
第
三
十
九
条
の
五
第
五
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
そ

そ
の
他
必
要
な
事
項
に
関
し
報
告
を
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
報
告
書
一
通
を
提
出

の
他
必
要
な
事
項
に
関
し
報
告
を
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
報
告
書
一
通
を
提
出
し

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
検
査
員
証
）

（
検
査
員
証
）

第
四
十
二
条
の
七

法
第
三
十
九
条
の
九
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
五

第
四
十
二
条
の
七

法
第
三
十
九
条
の
七
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
五

条
第
二
項
に
規
定
す
る
当
該
職
員
の
身
分
を
示
す
証
票
は
、
第
十
三
号
様
式
に
よ

条
第
二
項
に
規
定
す
る
当
該
職
員
の
身
分
を
示
す
証
票
は
、
第
十
三
号
様
式
に
よ

る
も
の
と
す
る
。

る
も
の
と
す
る
。

第
六
章

先
進
船
舶
の
導
入
等
の
促
進

（
新
設
）

（
先
進
船
舶
）

第
四
十
二
条
の
八

法
第
三
十
九
条
の
十
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
船
舶

は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

液
化
天
然
ガ
ス
そ
の
他
の
船
舶
の
燃
料
と
し
て
使
用
す
る
場
合
に
環
境
へ
の

負
荷
の
低
減
に
資
す
る
物
質
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
も
の
を
燃
料
と

す
る
船
舶

二

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
オ
ブ
・
シ
ン
グ
ス
活
用
技
術
（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
多

様
か
つ
多
数
の
物
が
接
続
さ
れ
、
及
び
そ
れ
ら
の
物
か
ら
送
信
さ
れ
、
又
は
そ

れ
ら
の
物
に
送
信
さ
れ
る
大
量
の
情
報
を
活
用
す
る
技
術
を
い
う
。
）
そ
の
他

の
航
行
の
安
全
性
若
し
く
は
効
率
性
の
向
上
又
は
快
適
性
の
確
保
に
相
当
程
度

寄
与
す
る
先
進
的
な
技
術
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
も
の
を
用
い
た
船

舶
（
先
進
船
舶
導
入
等
計
画
の
認
定
の
申
請
）

第
四
十
二
条
の
九

法
第
三
十
九
条
の
十
一
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
先
進
船
舶
導
入

等
計
画
の
認
定
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
第
十
四
号
様
式
に
よ
る
申
請
書
の

正
本
及
び
副
本
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
申
請
書
の
正
本
及
び
副
本
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
そ
れ
ぞ
れ
添
付



- 10 -

す
る
も
の
と
す
る
。

一

既
存
の
法
人
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

イ

定
款
又
は
寄
付
行
為
及
び
登
記
事
項
証
明
書

ロ

最
近
の
事
業
年
度
に
お
け
る
事
業
報
告
、
賃
借
対
象
表
及
び
損
益
計
算
書

二

法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

イ

定
款
又
は
寄
付
行
為
の
謄
本

ロ

株
式
の
引
受
け
、
出
資
又
は
財
産
の
寄
付
の
状
況
又
は
見
込
み
を
記
載
し

た
書
類

三

個
人
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

イ

戸
籍
抄
本
又
は
本
籍
の
記
載
の
あ
る
住
民
票
の
写
し

ロ

資
産
調
書

３

第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
法
第
三
十
九
条
の
十
二
及
び
第
三
十
九
条
の
十
三

の
う
ち
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
係
る
部
分
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う

と
す
る
と
き
は
、
前
二
項
に
規
定
す
る
書
類
の
ほ
か
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
書

類
を
そ
れ
ぞ
れ
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

臨
時
船
舶
建
造
調
整
法
（
昭
和
二
十

臨
時
船
舶
建
造
調
整
法
施
行
規
則
（
昭

八
年
法
律
第
四
十
九
号
）
第
二
条
の

和
二
十
八
年
運
輸
省
令
第
四
十
二
号
）

許
可

第
二
条
及
び
第
三
条
に
規
定
す
る
書
類

臨
時
船
舶
建
造
調
整
法
第
四
条
第
一

臨
時
船
舶
建
造
調
整
法
施
行
規
則
第
七

項
の
承
認

条
に
規
定
す
る
書
類

船
舶
職
員
及
び
小
型
船
舶
操
縦
者
法

船
舶
職
員
及
び
小
型
船
舶
操
縦
者
法
施

第
二
十
条
第
一
項
又
は
第
二
十
三
条

行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
運
輸
省
令
第

の
三
十
二
第
一
項
の
許
可

九
十
一
号
）
第
十
四
号
様
式
に
よ
る
特

例
許
可
申
請
書

（
先
進
船
舶
導
入
等
計
画
の
記
載
事
項
）

第
四
十
二
条
の
十

法
第
三
十
九
条
の
十
一
第
二
項
第
五
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定

め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

先
進
船
舶
導
入
等
計
画
の
認
定
に
よ
り
受
け
よ
う
と
す
る
支
援
措
置
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二

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
先
進
船
舶
導
入
等
計
画
の
実
施
に
当
た
っ
て

特
に
留
意
す
べ
き
事
項

（
認
定
通
知
書
）

第
四
十
二
条
の
十
一

国
土
交
通
大
臣
は
法
第
三
十
九
条
の
十
一
第
四
項
（
同
条
第

六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
先
進
船
舶
導
入
等
計

画
の
認
定
を
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
申
請
者
に
対
し
、
そ
の
旨
を
通
知
す
る

も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
通
知
は
、
第
十
五
号
様
式
に
よ
る
認
定
通
知
書
に
第
四
十
二
条
の
九
第

一
項
の
申
請
書
の
副
本
及
び
そ
の
添
付
書
類
を
添
え
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
先
進
船
舶
導
入
等
計
画
の
変
更
の
認
定
申
請
）

第
四
十
二
条
の
十
二

法
第
三
十
九
条
の
十
一
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
先
進
船
舶
導

入
等
計
画
の
変
更
の
認
定
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
第
十
六
号
様
式
に
よ
る

申
請
書
の
正
本
及
び
副
本
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
申
請
書
の
正
本
及
び
副
本
に
は
、
当
該
先
進
船
舶
導
入
等
計
画
の
変
更

が
第
四
十
二
条
の
九
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
の
変
更
を
伴
う
場
合
に
あ
っ
て

は
、
当
該
変
更
後
の
書
類
を
そ
れ
ぞ
れ
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

３

第
四
十
二
条
の
九
第
三
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
報
告
）

第
四
十
二
条
の
十
三

法
第
三
十
九
条
の
十
八
の
規
定
に
よ
る
報
告
は
、
第
十
七
号

様
式
に
よ
る
報
告
書
を
、
原
則
と
し
て
認
定
先
進
船
舶
導
入
等
計
画
の
計
画
期
間

の
経
過
後
一
月
以
内
に
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す

る
。

第
七
章

湖
、
沼
又
は
河
川
に
お
い
て
営
む
船
舶
運
航
の
事
業

第
六
章

湖
、
沼
又
は
河
川
に
お
い
て
営
む
船
舶
運
航
の
事
業

（
湖
、
沼
又
は
河
川
に
お
い
て
営
む
船
舶
運
航
の
事
業
）

（
湖
、
沼
又
は
河
川
に
お
い
て
営
む
船
舶
運
航
の
事
業
）

第
四
十
二
条
の
十
四

こ
の
省
令
の
規
定
は
、
専
ら
湖
、
沼
又
は
河
川
に
お
い
て
営

第
四
十
二
条
の
八

こ
の
省
令
の
規
定
は
、
も
つ
ぱ
ら
湖
、
沼
又
は
河
川
に
お
い
て

む
船
舶
運
航
の
事
業
に
準
用
す
る
。

営
む
船
舶
運
航
の
事
業
に
準
用
す
る
。
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第
八
章

国
際
船
舶
の
譲
渡
等

第
七
章

国
際
船
舶
の
譲
渡
等

（
国
際
船
舶
）

（
国
際
船
舶
）

第
四
十
三
条

法
第
四
十
四
条
の
二
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
船
舶
は
、
次
に
掲

第
四
十
三
条

法
第
四
十
四
条
の
二
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
船
舶
は
、
次
に
掲

げ
る
要
件
に
該
当
す
る
船
舶
と
す
る
。

げ
る
要
件
に
該
当
す
る
船
舶
と
す
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
船
舶
で
あ
る
こ
と
。

四

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
船
舶
で
あ
る
こ
と
。

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

船
舶
職
員
及
び
小
型
船
舶
操
縦
者
法
第
二
十
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た

ロ

船
舶
職
員
及
び
小
型
船
舶
操
縦
者
法
第
二
十
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た

船
舶
（
船
舶
職
員
及
び
小
型
船
舶
操
縦
者
法
施
行
規
則
第
六
十
三
条
第
五
号

船
舶
（
船
舶
職
員
及
び
小
型
船
舶
操
縦
者
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
運

に
掲
げ
る
事
由
に
よ
り
許
可
を
受
け
た
も
の
に
限
る
。
）

輸
省
令
第
九
十
一
号
）
第
六
十
三
条
第
五
号
に
掲
げ
る
事
由
に
よ
り
許
可
を

受
け
た
も
の
に
限
る
。
）

ハ
～
ホ

（
略
）

ハ
～
ホ

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

第
九
章

雑
則

第
八
章

雑
則

（
手
数
料
）

（
手
数
料
）

第
四
十
七
条

法
第
四
十
五
条
の
三
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
額
は
、
同
条
第
一

第
四
十
七
条

法
第
四
十
五
条
の
三
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
額
は
、
別
表
第
一

号
に
規
定
す
る
者
に
あ
つ
て
は
別
表
第
一
に
定
め
る
額
と
す
る
。

に
定
め
る
額
と
す
る
。

２

外
国
に
お
い
て
法
第
三
十
九
条
の
五
第
三
項
又
は
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
船
舶

２

外
国
に
お
い
て
法
第
三
十
九
条
の
五
第
二
項
又
は
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
船
舶

の
総
ト
ン
数
等
の
測
度
を
受
け
る
場
合
に
お
け
る
当
該
測
度
の
手
数
料
は
、
前
項

の
総
ト
ン
数
等
の
測
度
を
受
け
る
場
合
に
お
け
る
当
該
測
度
の
手
数
料
は
、
前
項

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
手
数
料
の
額
に
別
表
第
二
に
定
め

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
手
数
料
の
額
に
別
表
第
二
に
定
め

る
額
を
加
算
し
た
額
と
す
る
。

る
額
を
加
算
し
た
額
と
す
る
。

３

法
第
四
十
五
条
の
三
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
額
は
、
同
条
第
二
号
に
規
定

（
新
設
）

す
る
者
に
あ
つ
て
は
千
三
百
五
十
円
と
す
る
。

４

第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
手
数
料
は
、
手
数
料
の
額
に
相
当
す
る
収

３

前
二
項
の
規
定
に
よ
る
手
数
料
は
、
手
数
料
の
額
に
相
当
す
る
収
入
印
紙
を
手

入
印
紙
を
手
数
料
納
付
書
（
第
十
八
号
様
式
に
よ
る
。
）
に
貼
つ
て
納
付
す
る
も

数
料
納
付
書
（
第
十
四
号
様
式
に
よ
る
。
）
に
貼
つ
て
納
付
す
る
も
の
と
す
る
。

の
と
す
る
。

５

第
三
項
の
規
定
に
よ
る
手
数
料
は
、
手
数
料
の
額
に
相
当
す
る
収
入
印
紙
を
手

（
新
設
）
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数
料
納
付
書
（
第
十
九
号
様
式
に
よ
る
。
）
に
貼
つ
て
納
付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
職
権
の
委
任
）

（
職
権
の
委
任
）

第
四
十
八
条

海
上
運
送
法
施
行
令
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
令
」
と

第
四
十
八
条

海
上
運
送
法
施
行
令
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
令
」
と

い
う
。
）
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
職
権
（
令
第
三
項
に
規
定
す
る
職
権
を
除
く
。

い
う
。
）
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
職
権
（
令
第
三
項
に
規
定
す
る
職
権
を
除
く
。

）
を
行
う
地
方
運
輸
局
長
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

）
を
行
う
地
方
運
輸
局
長
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

法
第
三
十
九
条
の
五
第
三
項
及
び
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
船
舶
の
総
ト
ン
数

四

法
第
三
十
九
条
の
五
第
二
項
及
び
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
船
舶
の
総
ト
ン
数

等
の
測
度
並
び
に
同
条
第
四
項
及
び
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
船
舶
の
検
査
に
あ

等
の
測
度
に
あ
つ
て
は
、
船
舶
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
運
輸
局
長
（
船
舶

つ
て
は
、
船
舶
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
運
輸
局
長
（
船
舶
が
本
邦
外
に
あ

が
本
邦
外
に
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
関
東
運
輸
局
長
）

る
場
合
に
あ
つ
て
は
関
東
運
輸
局
長
）

五

（
略
）

五

（
略
）
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（
新
設
）

（
新
設
）
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（
新
設
）

（
新
設
）
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第
十
八
号
様
式

（
略
）

第
十
四
号
様
式

（
略
）

（
新
設
）
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（
船
員
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

船
員
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
二
年
運
輸
省
令
第
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る

改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に

対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。

）
は
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対

象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。
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改

正

後

改

正

前

（
航
海
日
誌
）

（
航
海
日
誌
）

第
十
一
条

（
略
）

第
十
一
条

（
略
）

②

航
海
日
誌
に
は
、
航
海
の
概
要
を
第
四
表
に
記
載
す
る
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
場

②

航
海
日
誌
に
は
、
航
海
の
概
要
を
第
四
表
に
記
載
す
る
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
場

合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
概
要
を
第
五
表
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
概
要
を
第
五
表
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
十
四

（
略
）

一
～
十
四

（
略
）

十
五

危
険
物
船
舶
運
送
及
び
貯
蔵
規
則
第
三
百
八
十
九
条
の
五
の
規
定
に
よ
り

（
新
設
）

燃
料
タ
ン
ク
の
圧
力
逃
し
弁
と
当
該
タ
ン
ク
と
の
間
の
空
気
管
の
流
路
の
遮
断

を
行
つ
た
と
き
。

十
六
～
二
十
一

（
略
）

十
五
～
二
十

（
略
）

③
・
④

（
略
）

③
・
④

（
略
）

（
危
険
物
等
取
扱
責
任
者
を
乗
り
組
ま
す
べ
き
船
舶
）

（
危
険
物
等
取
扱
責
任
者
を
乗
り
組
ま
す
べ
き
タ
ン
カ
ー
）

第
七
十
七
条
の
三

法
第
百
十
七
条
の
三
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
タ
ン

第
七
十
七
条
の
三

法
第
百
十
七
条
の
三
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
の
定
め
る
タ
ン

カ
ー
は
、
平
水
区
域
を
航
行
区
域
と
す
る
タ
ン
カ
ー
以
外
の
石
油
タ
ン
カ
ー
（
ば

カ
ー
は
、
平
水
区
域
を
航
行
区
域
と
す
る
タ
ン
カ
ー
以
外
の
石
油
タ
ン
カ
ー
（
ば

ら
積
み
の
石
油
及
び
石
油
製
品
を
輸
送
す
る
た
め
に
使
用
さ
れ
る
タ
ン
カ
ー
を
い

ら
積
み
の
石
油
及
び
石
油
製
品
を
輸
送
す
る
た
め
に
使
用
さ
れ
る
タ
ン
カ
ー
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
、
液
体
化
学
薬
品
タ
ン
カ
ー
（
ば
ら
積
み
の
液
体
化
学
薬
品

う
。
）
、
液
体
化
学
薬
品
タ
ン
カ
ー
（
ば
ら
積
み
の
液
体
化
学
薬
品
を
輸
送
す
る

を
輸
送
す
る
た
め
に
使
用
さ
れ
る
タ
ン
カ
ー
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
液
化

た
め
に
使
用
さ
れ
る
タ
ン
カ
ー
を
い
う
。
）
及
び
液
化
ガ
ス
タ
ン
カ
ー
（
ば
ら
積

ガ
ス
タ
ン
カ
ー
（
ば
ら
積
み
の
液
化
ガ
ス
を
輸
送
す
る
た
め
に
使
用
さ
れ
る
タ
ン

み
の
液
化
ガ
ス
を
輸
送
す
る
た
め
に
使
用
さ
れ
る
タ
ン
カ
ー
を
い
う
。
）
と
す
る

カ
ー
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と
す
る
。

。

②

法
第
百
十
七
条
の
三
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
液
化
天
然
ガ
ス
等
燃

（
新
設
）

料
船
は
、
平
水
区
域
を
航
行
区
域
と
す
る
液
化
天
然
ガ
ス
等
燃
料
船
以
外
の
低
引

火
点
燃
料
船
（
低
引
火
点
燃
料
（
引
火
点
が
摂
氏
六
十
度
以
下
の
燃
料
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
を
使
用
す
る
船
舶
を
い
い
、
貨
物
を
燃
料
と
す
る
液
化
ガ
ス
タ
ン

カ
ー
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
と
す
る
。

（
危
険
物
等
取
扱
責
任
者
の
乗
組
み
に
関
す
る
基
準
）

（
危
険
物
等
取
扱
責
任
者
の
乗
組
み
に
関
す
る
基
準
）

第
七
十
七
条
の
四

船
舶
所
有
者
は
、
前
条
第
一
項
の
タ
ン
カ
ー
に
は
、
次
の
表
の

第
七
十
七
条
の
四

船
舶
所
有
者
は
、
前
条
の
タ
ン
カ
ー
に
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
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上
欄
に
掲
げ
る
船
長
又
は
海
員
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
危
険
物

掲
げ
る
船
長
又
は
海
員
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
危
険
物
等
取
扱

等
取
扱
責
任
者
の
資
格
の
認
定
を
し
た
旨
の
証
印
を
受
け
て
い
る
者
を
乗
り
組
ま

責
任
者
の
資
格
の
認
定
を
し
た
旨
の
証
印
を
受
け
て
い
る
者
を
乗
り
組
ま
せ
な
け

せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
表

略
）

（
表

略
）

２

船
舶
所
有
者
は
、
前
条
第
二
項
の
液
化
天
然
ガ
ス
等
燃
料
船
に
は
、
次
の
表
の

（
新
設
）

上
欄
に
掲
げ
る
船
長
又
は
海
員
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
危
険
物

等
取
扱
責
任
者
の
資
格
の
認
定
を
し
た
旨
の
証
印
を
受
け
て
い
る
者
を
乗
り
組
ま

せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

低
引
火
点
燃
料
船
の
船
長
、
機
関
長
及
び
機
関

甲
種
危
険
物
等
取
扱

士
又
は
運
航
士
（
五
号
職
務
）

責
任
者
（
低
引
火
点

燃
料
）

二

前
号
に
掲
げ
る
海
員
以
外
の
海
員
で
あ
つ
て
低

甲
種
危
険
物
等
取
扱

引
火
点
燃
料
船
の
燃
料
と
し
て
使
用
さ
れ
る
危
険

責
任
者
（
低
引
火
点

物
又
は
有
害
物
の
取
扱
い
に
関
し
責
任
を
有
す
る

燃
料
）
又
は
乙
種
危

も
の

険
物
等
取
扱
責
任
者

（
低
引
火
点
燃
料
）

（
危
険
物
等
取
扱
責
任
者
の
職
務
）

（
危
険
物
等
取
扱
責
任
者
の
職
務
）

第
七
十
七
条
の
五

第
七
十
七
条
の
三
第
一
項
の
タ
ン
カ
ー
に
乗
り
組
む
危
険
物
等

第
七
十
七
条
の
五

第
七
十
七
条
の
三
の
タ
ン
カ
ー
に
乗
り
組
む
危
険
物
等
取
扱
責

取
扱
責
任
者
の
職
務
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同

任
者
の
職
務
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
下
欄

表
下
欄
に
掲
げ
る
職
務
と
す
る
。

に
掲
げ
る
職
務
と
す
る
。

一

前
条
第
一
項
の
表
第
一
号
か
ら

危
険
物
又
は
有
害
物
で
あ
る
ば
ら
積

一

前
条
の
表
第
一
号
か
ら
第
三
号

危
険
物
又
は
有
害
物
で
あ
る
ば
ら
積

第
三
号
ま
で
の
上
欄
に
掲
げ
る
船

み
の
液
体
貨
物
の
積
込
み
及
び
取
卸

ま
で
の
上
欄
に
掲
げ
る
船
長
又
は

み
の
液
体
貨
物
の
積
込
み
及
び
取
卸

長
又
は
海
員
と
し
て
乗
り
組
む
危

し
の
作
業
に
関
す
る
計
画
の
立
案
、

海
員
と
し
て
乗
り
組
む
危
険
物
等

し
の
作
業
に
関
す
る
計
画
の
立
案
、

険
物
等
取
扱
責
任
者

当
該
作
業
の
指
揮
監
督
、
当
該
作
業

取
扱
責
任
者

当
該
作
業
の
指
揮
監
督
、
当
該
作
業

に
関
し
必
要
な
船
外
と
の
通
信
連
絡

に
関
し
必
要
な
船
外
と
の
通
信
連
絡

、
当
該
貨
物
に
係
る
保
安
の
監
督
、

、
当
該
貨
物
に
係
る
保
安
の
監
督
、

火
災
そ
の
他
の
災
害
の
発
生
時
に
お

火
災
そ
の
他
の
災
害
の
発
生
時
に
お

け
る
応
急
措
置
の
実
施
並
び
に
こ
れ

け
る
応
急
措
置
の
実
施
並
び
に
こ
れ
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ら
の
業
務
に
関
す
る
記
録
の
作
成

ら
の
業
務
に
関
す
る
記
録
の
作
成

二

前
条
第
一
項
の
表
第
四
号
又
は

危
険
物
又
は
有
害
物
で
あ
る
ば
ら
積

二

前
条
の
表
第
四
号
又
は
第
五
号

危
険
物
又
は
有
害
物
で
あ
る
ば
ら
積

第
五
号
上
欄
に
掲
げ
る
海
員
と
し

み
の
液
体
貨
物
の
積
込
み
及
び
取
卸

上
欄
に
掲
げ
る
海
員
と
し
て
乗
り

み
の
液
体
貨
物
の
積
込
み
及
び
取
卸

て
乗
り
組
む
危
険
物
等
取
扱
責
任

し
の
作
業
に
関
す
る
現
場
に
お
け
る

組
む
危
険
物
等
取
扱
責
任
者

し
の
作
業
に
関
す
る
現
場
に
お
け
る

者

指
揮
監
督
、
当
該
貨
物
に
係
る
保
安

指
揮
監
督
、
当
該
貨
物
に
係
る
保
安

の
監
督
、
火
災
そ
の
他
の
災
害
の
発

の
監
督
、
火
災
そ
の
他
の
災
害
の
発

生
時
に
お
け
る
応
急
措
置
の
実
施
並

生
時
に
お
け
る
応
急
措
置
の
実
施
並

び
に
こ
れ
ら
の
業
務
に
関
す
る
記
録

び
に
こ
れ
ら
の
業
務
に
関
す
る
記
録

の
作
成

の
作
成

２

第
七
十
七
条
の
三
第
二
項
の
液
化
天
然
ガ
ス
等
燃
料
船
に
乗
り
組
む
危
険
物
等

（
新
設
）

取
扱
責
任
者
の
職
務
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同

表
下
欄
に
掲
げ
る
職
務
と
す
る
。

一

前
条
第
二
項
の
表
第
一
号
上
欄

危
険
物
又
は
有
害
物
で
あ
る
燃
料
を

に
掲
げ
る
船
長
又
は
海
員
と
し
て

供
給
す
る
作
業
に
関
す
る
計
画
の
立

乗
り
組
む
危
険
物
等
取
扱
責
任
者

案
、
当
該
作
業
の
指
揮
監
督
、
当
該

作
業
に
関
し
必
要
な
船
外
と
の
通
信

連
絡
、
当
該
燃
料
に
係
る
保
安
の
監

督
、
火
災
そ
の
他
の
災
害
の
発
生
時

に
お
け
る
応
急
措
置
の
実
施
及
び
こ

れ
ら
の
業
務
に
関
す
る
記
録
の
作
成

二

前
条
第
二
項
の
表
第
二
号
上
欄

危
険
物
又
は
有
害
物
で
あ
る
燃
料
を

に
掲
げ
る
海
員
と
し
て
乗
り
組
む

供
給
す
る
作
業
に
関
す
る
現
場
に
お

危
険
物
等
取
扱
責
任
者

け
る
指
揮
監
督
、
当
該
燃
料
に
係
る

保
安
の
監
督
、
火
災
そ
の
他
の
災
害

の
発
生
時
に
お
け
る
応
急
措
置
の
実

施
及
び
こ
れ
ら
の
業
務
に
関
す
る
記

録
の
作
成

（
危
険
物
等
取
扱
責
任
者
の
認
定
等
）

（
危
険
物
等
取
扱
責
任
者
の
認
定
等
）
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第
七
十
七
条
の
六

（
略
）

第
七
十
七
条
の
六

（
略
）

②

（
略
）

②

（
略
）

③

前
二
項
の
規
定
は
、
第
十
号
表
上
欄
に
掲
げ
る
危
険
物
等
取
扱
責
任
者
に
つ
い

（
新
設
）

て
準
用
す
る
。

④

（
略
）

③

（
略
）

（
消
防
講
習
の
登
録
）

（
消
防
講
習
の
登
録
）

第
七
十
七
条
の
六
の
二

（
略
）

第
七
十
七
条
の
六
の
二

（
略
）

②

（
略
）

②

（
略
）

③

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

③

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

講
習
に
用
い
る
第
十
一
号
表
に
掲
げ
る
機
械
器
具
そ
の
他
の
設
備
の
数
、
性

三

講
習
に
用
い
る
第
十
号
表
に
掲
げ
る
機
械
器
具
そ
の
他
の
設
備
の
数
、
性
能

能
、
所
在
の
場
所
及
び
そ
の
所
有
又
は
借
入
れ
の
別
を
記
載
し
た
書
類

、
所
在
の
場
所
及
び
そ
の
所
有
又
は
借
入
れ
の
別
を
記
載
し
た
書
類

四
～
六

（
略
）

四
～
六

（
略
）

（
登
録
の
要
件
等
）

（
登
録
の
要
件
等
）

第
七
十
七
条
の
六
の
三

国
土
交
通
大
臣
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
申
請
の
あ
つ
た

第
七
十
七
条
の
六
の
三

国
土
交
通
大
臣
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
申
請
の
あ
つ
た

講
習
が
次
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
に
適
合
し
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
登
録
を
し
な

講
習
が
次
に
掲
げ
る
要
件
の
す
べ
て
に
適
合
し
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
登
録
を
し

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

第
十
一
号
表
に
掲
げ
る
機
械
器
具
そ
の
他
の
設
備
を
用
い
て
講
習
が
行
わ
れ

一

第
十
号
表
に
掲
げ
る
機
械
器
具
そ
の
他
の
設
備
を
用
い
て
講
習
が
行
わ
れ
る

る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

（
略
）

二

（
略
）

三

前
号
に
掲
げ
る
科
目
に
あ
つ
て
は
、
第
十
二
号
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
講
習
科

三

前
号
に
掲
げ
る
科
目
に
あ
つ
て
は
、
第
十
一
号
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
講
習
科

目
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
条
件
の
い
ず
れ
か
に
適

目
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
条
件
の
い
ず
れ
か
に
適

合
す
る
者
が
講
師
と
し
て
講
習
の
業
務
に
従
事
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

合
す
る
者
が
講
師
と
し
て
講
習
の
業
務
に
従
事
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

②
・
③

（
略
）

②
・
③

（
略
）

（
学
科
講
習
の
登
録
）

（
学
科
講
習
の
登
録
）

第
七
十
七
条
の
六
の
十
七

第
九
号
表
第
一
号
２

に
規
定
す
る
講
習
（
以
下
こ
の

第
七
十
七
条
の
六
の
十
七

第
九
号
表
第
一
号
２

に
規
定
す
る
講
習
（
以
下
こ
の

（2）

（2）

章
に
お
い
て
「
登
録
タ
ン
カ
ー
学
科
講
習
」
と
い
う
。
）
の
登
録
は
、
登
録
タ
ン

章
に
お
い
て
「
登
録
学
科
講
習
」
と
い
う
。
）
の
登
録
は
、
登
録
学
科
講
習
を
行
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カ
ー
学
科
講
習
を
行
お
う
と
す
る
者
の
申
請
に
よ
り
行
う
。

お
う
と
す
る
者
の
申
請
に
よ
り
行
う
。

②

第
九
号
表
第
一
２

の
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を

②

第
九
号
表
第
一
２

の
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を

（2）

（2）

記
載
し
た
申
請
書
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

記
載
し
た
申
請
書
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
登
録
タ
ン
カ
ー
学
科
講
習
の
実
施
に
関
す
る

二

登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
登
録
学
科
講
習
の
実
施
に
関
す
る
事
務
（
以

事
務
（
以
下
「
登
録
タ
ン
カ
ー
学
科
講
習
事
務
」
と
い
う
。
）
を
行
お
う
と
す

下
「
登
録
学
科
講
習
事
務
」
と
い
う
。
）
を
行
お
う
と
す
る
事
務
所
の
名
称
及

る
事
務
所
の
名
称
及
び
所
在
地

び
所
在
地

三

登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
登
録
タ
ン
カ
ー
学
科
講
習
事
務
を
開
始
す
る

三

登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
登
録
学
科
講
習
事
務
を
開
始
す
る
日

日

③

（
略
）

③

（
略
）

（
登
録
の
要
件
等
）

（
登
録
の
要
件
等
）

第
七
十
七
条
の
六
の
十
八

国
土
交
通
大
臣
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
登
録
の
申
請

第
七
十
七
条
の
六
の
十
八

国
土
交
通
大
臣
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
登
録
の
申
請

が
次
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
に
適
合
し
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
登
録
を
し
な
け
ば

が
次
に
掲
げ
る
要
件
の
す
べ
て
に
適
合
し
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
登
録
を
し
な
け

な
ら
な
い
。

れ
ば
な
ら
な
い
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

前
号
に
掲
げ
る
科
目
に
あ
つ
て
は
、
第
十
三
号
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
講
習
科

二

前
号
に
掲
げ
る
科
目
に
あ
つ
て
は
、
第
十
二
号
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
講
習
科

目
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
条
件
の
い
ず
れ
か
に
適

目
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
条
件
の
い
ず
れ
か
に
適

合
す
る
者
が
講
師
と
し
て
講
習
の
業
務
に
従
事
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

合
す
る
者
が
講
師
と
し
て
講
習
の
業
務
に
従
事
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

②

国
土
交
通
大
臣
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
登
録
の
申
請
を
し
た
者
が
、
次
の
各

②

国
土
交
通
大
臣
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
登
録
の
申
請
を
し
た
者
が
、
次
の
各

号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
登
録
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
登
録
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

法
人
で
あ
つ
て
、
登
録
タ
ン
カ
ー
学
科
講
習
を
行
う
役
員
の
う
ち
に
前
二
号

三

法
人
で
あ
つ
て
、
登
録
学
科
講
習
を
行
う
役
員
の
う
ち
に
前
二
号
の
い
ず
れ

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
が
あ
る
も
の

該
当
す
る
者
が
あ
る
も
の

③

第
九
号
表
第
一
号

の
登
録
は
、
登
録
タ
ン
カ
ー
学
科
講
習
登
録
簿
に
次
に

③

第
九
号
表
第
一
号
２

の
登
録
は
、
登
録
学
科
講
習
登
録
簿
に
次
に
掲
げ
る
事

2
（2）

（2）

掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
て
す
る
も
の
と
す
る
。

項
を
記
載
し
て
す
る
も
の
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

登
録
タ
ン
カ
ー
学
科
講
習
を
行
う
者
（
以
下
「
登
録
タ
ン
カ
ー
学
科
講
習
実

二

登
録
学
科
講
習
を
行
う
者
（
以
下
「
登
録
学
科
講
習
実
施
機
関
」
と
い
う
。

施
機
関
」
と
い
う
。
）
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は

）
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏

、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

名
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三

登
録
タ
ン
カ
ー
学
科
講
習
事
務
を
行
う
事
務
所
の
名
称
及
び
所
在
地

三

登
録
学
科
講
習
事
務
を
行
う
事
務
所
の
名
称
及
び
所
在
地

四

登
録
タ
ン
カ
ー
学
科
講
習
事
務
を
開
始
す
る
日

四

登
録
学
科
講
習
事
務
を
開
始
す
る
日

（
登
録
学
科
講
習
事
務
の
実
施
に
係
る
義
務
）

（
登
録
学
科
講
習
事
務
の
実
施
に
係
る
義
務
）

第
七
十
七
条
の
六
の
二
十

登
録
タ
ン
カ
ー
学
科
講
習
実
施
機
関
は
、
公
正
に
、
か

第
七
十
七
条
の
六
の
二
十

登
録
学
科
講
習
実
施
機
関
は
、
公
正
に
、
か
つ
、
第
七

つ
、
第
七
十
七
条
の
六
の
十
八
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
要
件
及
び
次
に
掲
げ
る
基

十
七
条
の
六
の
十
八
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
要
件
及
び
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合

準
に
適
合
す
る
方
法
に
よ
り
登
録
タ
ン
カ
ー
学
科
講
習
事
務
を
行
わ
な
け
れ
ば
な

す
る
方
法
に
よ
り
登
録
学
科
講
習
事
務
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ら
な
い
。

一
～
二

（
略
）

一
～
二

（
略
）

三

甲
種
危
険
物
等
取
扱
責
任
者
（
石
油
）
、
甲
種
危
険
物
等
取
扱
責
任
者
（
液

三

甲
種
危
険
物
等
取
扱
責
任
者
と
し
て
必
要
な
知
識
及
び
能
力
を
有
す
る
か
ど

体
化
学
薬
品
）
又
は
甲
種
危
険
物
等
取
扱
責
任
者
（
液
化
ガ
ス
）
と
し
て
必
要

う
か
の
判
定
に
関
す
る
事
務
に
つ
い
て
は
、
第
七
十
七
条
の
六
の
十
八
第
一
項

な
知
識
及
び
能
力
を
有
す
る
か
ど
う
か
の
判
定
に
関
す
る
事
務
に
つ
い
て
は
、

第
二
号
に
該
当
す
る
者
に
行
わ
せ
る
こ
と
。

第
七
十
七
条
の
六
の
十
八
第
一
項
第
二
号
に
該
当
す
る
者
に
行
わ
せ
る
こ
と
。

（
準
用
）

（
準
用
）

第
七
十
七
条
の
六
の
二
十
一

第
七
十
七
条
の
六
の
六
か
ら
第
七
十
七
条
の
六
の
十

第
七
十
七
条
の
六
の
二
十
一

第
七
十
七
条
の
六
の
六
か
ら
第
七
十
七
条
の
六
の
十

六
ま
で
の
規
定
は
登
録
タ
ン
カ
ー
学
科
講
習
、
登
録
タ
ン
カ
ー
学
科
講
習
実
施
機

六
ま
で
の
規
定
は
登
録
学
科
講
習
、
登
録
学
科
講
習
実
施
機
関
及
び
登
録
学
科
講

関
及
び
登
録
タ
ン
カ
ー
学
科
講
習
事
務
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

習
の
実
施
に
関
す
る
事
務
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
学
科
講
習
の
登
録
）

第
七
十
七
条
の
六
の
二
十
二

第
十
号
表
第
一
号
１

に
規
定
す
る
講
習
（
以
下
こ

（
新
設
）

（3）

の
章
に
お
い
て
「
登
録
低
引
火
点
燃
料
船
学
科
講
習
」
と
い
う
。
）
の
登
録
は
、

登
録
低
引
火
点
燃
料
船
学
科
講
習
を
行
お
う
と
す
る
者
の
申
請
に
よ
り
行
う
。

②

第
十
号
表
第
一
号
１

の
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

（3）

を
記
載
し
た
申
請
書
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ

つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二

登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
登
録
低
引
火
点
燃
料
船
学
科
講
習
の
実
施
に

関
す
る
事
務
（
以
下
「
登
録
低
引
火
点
燃
料
船
学
科
講
習
事
務
」
と
い
う
。
）

を
行
お
う
と
す
る
事
務
所
の
名
称
及
び
所
在
地
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三

登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
登
録
低
引
火
点
燃
料
船
学
科
講
習
事
務
を
開

始
す
る
日

③

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

を
記
載
し
た
書
類

イ

定
款
又
は
寄
付
行
為
及
び
登
記
事
項
証
明
書

ロ

役
員
の
氏
名
、
住
所
及
び
経
歴
を
記
載
し
た
書
類

二

登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
個
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
住
民
票
の
写

し
及
び
履
歴
書

三

講
師
の
氏
名
及
び
経
歴
を
記
載
し
た
書
類

四

講
師
が
、
次
条
第
一
項
第
二
号
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

五

登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
、
次
条
第
二
項
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し

な
い
者
で
あ
る
こ
と
を
信
じ
さ
せ
る
に
足
る
書
類

（
登
録
の
要
件
等
）

第
七
十
七
条
の
六
の
二
十
三

国
土
交
通
大
臣
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
登
録
の
申

（
新
設
）

請
が
次
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
に
適
合
し
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
登
録
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

一

次
に
掲
げ
る
科
目
に
つ
い
て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ

低
引
火
点
燃
料
船
の
構
造
及
び
設
備

ロ

低
引
火
点
燃
料
船
の
燃
料
の
貯
蔵
等
に
関
す
る
シ
ス
テ
ム

ハ

低
引
火
点
燃
料
船
の
推
進
に
関
す
る
シ
ス
テ
ム

ニ

低
引
火
点
燃
料
船
の
機
関
の
取
扱
方
法
及
び
燃
料
の
補
給
方
法

ホ

低
引
火
点
燃
料
の
物
理
的
性
質
及
び
化
学
的
性
質

ヘ

災
害
防
止
対
策
及
び
海
上
汚
染
防
止
対
策

ト

船
員
法
そ
の
他
船
員
の
安
全
及
び
衛
生
に
関
す
る
法
令

二

前
号
に
掲
げ
る
科
目
に
あ
つ
て
は
、
第
十
四
号
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
講
習
科

目
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
条
件
の
い
ず
れ
か
に
適

合
す
る
者
が
講
師
と
し
て
講
習
の
業
務
に
従
事
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

②

国
土
交
通
大
臣
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
登
録
の
申
請
を
し
た
者
が
、
次
の
各
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号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
登
録
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

一

法
第
百
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
、
罰
金
以
上
の
刑
に
処
せ
ら

れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
つ
た
日
か
ら

二
年
を
経
過
し
な
い
者

二

第
七
十
七
条
の
六
の
二
十
六
に
お
い
て
準
用
す
る
第
七
十
七
条
の
六
の
十
三

の
規
定
に
よ
り
第
十
号
表
第
一
号
１

の
登
録
を
取
り
消
さ
れ
、
そ
の
取
消
し

（3）

の
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
な
い
者

三

法
人
で
あ
つ
て
、
登
録
低
引
火
点
燃
料
船
学
科
講
習
を
行
う
役
員
の
う
ち
に

前
二
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
が
あ
る
も
の

③

第
十
号
表
第
一
号
１

の
登
録
は
、
登
録
低
引
火
点
燃
料
船
学
科
講
習
登
録
簿

（3）

に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
て
す
る
も
の
と
す
る
。

一

登
録
年
月
日
及
び
登
録
番
号

二

登
録
低
引
火
点
燃
料
船
学
科
講
習
を
行
う
者
（
以
下
「
登
録
低
引
火
点
燃
料

船
学
科
講
習
実
施
機
関
」
と
い
う
。
）
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法

人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

三

登
録
低
引
火
点
燃
料
船
学
科
講
習
事
務
を
行
う
事
務
所
の
名
称
及
び
所
在
地

四

登
録
低
引
火
点
燃
料
船
学
科
講
習
事
務
を
開
始
す
る
日

（
登
録
の
更
新
）

第
七
十
七
条
の
六
の
二
十
四

第
十
号
表
第
一
号
１

の
登
録
は
、
五
年
ご
と
に
そ

（
新
設
）

（3）

の
更
新
を
受
け
な
け
れ
ば
、
そ
の
期
間
の
経
過
に
よ
つ
て
、
そ
の
効
力
を
失
う
。

②

前
二
条
の
規
定
は
、
前
項
の
登
録
の
更
新
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
登
録
学
科
講
習
事
務
の
実
施
に
係
る
義
務
）

第
七
十
七
条
の
六
の
二
十
五

登
録
低
引
火
点
燃
料
船
学
科
講
習
実
施
機
関
は
、
公

（
新
設
）

正
に
、
か
つ
、
第
七
十
七
条
の
六
の
二
十
三
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
要
件
及
び
次

に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
方
法
に
よ
り
登
録
低
引
火
点
燃
料
船
学
科
講
習
事
務

を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

講
習
は
、
講
義
に
よ
り
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

講
習
は
、
第
七
十
七
条
の
六
の
二
十
三
第
一
項
第
一
号
イ
か
ら
ト
ま
で
に
掲
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げ
る
科
目
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
一
時
間
以
上
行
う
こ
と
。

三

甲
種
危
険
物
等
取
扱
責
任
者
（
低
引
火
点
燃
料
）
と
し
て
必
要
な
知
識
及
び

能
力
を
有
す
る
か
ど
う
か
の
判
定
に
関
す
る
事
務
に
つ
い
て
は
、
第
七
十
七
条

の
六
の
二
十
三
第
一
項
第
二
号
に
該
当
す
る
者
に
行
わ
せ
る
こ
と
。

（
準
用
）

第
七
十
七
条
の
六
の
二
十
六

第
七
十
七
条
の
六
の
六
か
ら
第
七
十
七
条
の
六
の
十

（
新
設
）

六
ま
で
の
規
定
は
登
録
低
引
火
点
燃
料
船
学
科
講
習
、
登
録
低
引
火
点
燃
料
船
学

科
講
習
実
施
機
関
及
び
登
録
低
引
火
点
燃
料
船
学
科
講
習
事
務
に
つ
い
て
準
用
す

る
。

（
認
定
の
有
効
期
間
等
）

（
認
定
の
有
効
期
間
等
）

第
七
十
七
条
の
七

（
略
）

第
七
十
七
条
の
七

（
略
）

②

前
項
の
有
効
期
間
の
更
新
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
有
効
期
間
が
満
了

②

前
項
の
有
効
期
間
の
更
新
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
有
効
期
間
が
満
了

す
る
日
前
六
月
以
内
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
更
新
申
請
期
間
」
と
い
う
。
）

す
る
日
前
六
月
以
内
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
更
新
申
請
期
間
」
と
い
う
。
）

に
、
船
員
手
帳
及
び
第
四
項
各
号
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
か
に
適
合
す
る
こ
と

に
、
船
員
手
帳
及
び
次
項
各
号
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
か
に
適
合
す
る
こ
と
を

を
証
す
る
書
類
を
提
示
し
て
、
第
二
十
二
号
の
五
書
式
に
よ
る
申
請
書
を
地
方
運

証
す
る
書
類
を
提
示
し
て
、
第
二
十
二
号
の
五
書
式
に
よ
る
申
請
書
を
地
方
運
輸

輸
局
の
事
務
所
の
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
更
新
申
請
期
間

局
の
事
務
所
の
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
更
新
申
請
期
間
の

の
全
期
間
を
通
じ
て
本
邦
以
外
の
地
に
滞
在
す
る
こ
と
そ
の
他
の
や
む
を
得
な
い

全
期
間
を
通
じ
て
本
邦
以
外
の
地
に
滞
在
す
る
こ
と
そ
の
他
の
や
む
を
得
な
い
事

事
由
に
よ
り
当
該
期
間
に
そ
の
提
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
当
該
期

由
に
よ
り
当
該
期
間
に
そ
の
提
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
当
該
期
間

間
前
に
そ
の
提
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

前
に
そ
の
提
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

③

前
二
項
の
規
定
は
、
第
七
十
七
条
の
六
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一

（
新
設
）

項
の
規
定
に
よ
る
第
十
号
表
の
危
険
物
等
取
扱
責
任
者
の
認
定
に
つ
い
て
準
用
す

る
。

④

地
方
運
輸
局
の
事
務
所
の
長
は
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
の
提
出
が
あ

③

地
方
運
輸
局
の
事
務
所
の
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
の
提
出
が
あ
つ

つ
た
と
き
は
、
第
九
号
表
上
欄
に
掲
げ
る
危
険
物
等
取
扱
責
任
者
の
資
格
の
区
分

た
と
き
は
、
第
九
号
表
上
欄
に
掲
げ
る
危
険
物
等
取
扱
責
任
者
の
資
格
の
区
分
ご

ご
と
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
か
に
適
合
す
る
者
に
つ
い
て
、
第

と
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
か
に
適
合
す
る
者
に
つ
い
て
、
第
一

一
項
の
有
効
期
間
の
更
新
を
行
う
。

項
の
有
効
期
間
の
更
新
を
行
う
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

⑤

地
方
運
輸
局
の
事
務
所
の
長
は
、
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
項
の
規
定

（
新
設
）
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に
よ
る
申
請
書
の
提
出
が
あ
つ
た
と
き
は
、
第
十
号
表
上
欄
に
掲
げ
る
危
険
物
等

取
扱
責
任
者
の
資
格
の
区
分
ご
と
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
か
に

適
合
す
る
者
に
つ
い
て
、
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
一
項
の
有
効
期
間
の
更

新
を
行
う
。

一

当
該
有
効
期
間
が
満
了
す
る
日
以
前
五
年
以
内
に
第
十
号
表
下
欄
に
規
定
す

る
経
験
を
有
す
る
こ
と
。

二

当
該
有
効
期
間
が
満
了
す
る
日
以
前
五
年
以
内
に
消
火
、
液
化
天
然
ガ
ス
等

燃
料
船
の
安
全
の
確
保
、
海
洋
汚
染
の
防
止
等
に
関
し
国
土
交
通
大
臣
が
告
示

で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
講
習
の
課
程
を
修
了
し
た
こ
と
。

⑥

前
二
項
の
有
効
期
間
の
更
新
が
さ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
認
定
の
有
効
期
間
は
、

④

前
項
の
有
効
期
間
の
更
新
が
さ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
認
定
の
有
効
期
間
は
、
従

従
前
の
認
定
の
有
効
期
間
が
満
了
す
る
日
の
翌
日
（
第
二
項
た
だ
し
書
（
第
三
項

前
の
認
定
の
有
効
期
間
が
満
了
す
る
日
の
翌
日
（
第
二
項
た
だ
し
書
の
場
合
に
あ

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
従
前
の
認
定
の
有

つ
て
は
、
従
前
の
認
定
の
有
効
期
間
の
更
新
を
受
け
た
日
）
か
ら
起
算
す
る
も
の

効
期
間
の
更
新
を
受
け
た
日
）
か
ら
起
算
す
る
も
の
と
す
る
。

と
す
る
。

⑦

地
方
運
輸
局
の
事
務
所
の
長
は
、
第
四
項
又
は
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
有
効
期

⑤

地
方
運
輸
局
の
事
務
所
の
長
は
、
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
有
効
期
間
の
更
新
を

間
の
更
新
を
受
け
た
者
に
対
し
、
そ
の
者
の
船
員
手
帳
に
第
七
十
七
条
の
六
第
一

受
け
た
者
に
対
し
、
そ
の
者
の
船
員
手
帳
に
第
七
十
七
条
の
六
第
一
項
の
認
定
が

項
（
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
認
定
が
な
お
効
力
を

な
お
効
力
を
有
す
る
旨
の
証
印
を
す
る
。

有
す
る
旨
の
証
印
を
す
る
。

⑧

第
七
十
七
条
の
六
第
四
項
の
規
定
は
、
前
項
に
規
定
す
る
証
印
に
つ
い
て
準
用

⑥

第
七
十
七
条
の
六
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
に
規
定
す
る
証
印
に
つ
い
て
準
用

す
る
。

す
る
。

第
十
号
表
（
第
七
十
七
条
の
六
、
第
七
十
七
条
の
六
の
二
十
二
―
第
七
十
七
条
の
六

（
新
設
）

の
二
十
四
、
第
七
十
七
条
の
七
関
係
）

一

甲
種
危
険
物
等

申
請
日
以
前
五
年
以
内
に
、
次
の
い
ず
れ
か
に
適
合

取
扱
責
任
者
（
低

す
る
こ
と
。

引
火
点
燃
料
）

１

次
の

か
ら

ま
で
に
適
合
す
る
こ
と
。

（１）

（３）

乙
種
危
険
物
等
取
扱
責
任
者
（
低
引
火
点
燃

（１）
料
）
の
資
格
の
認
定
を
し
た
旨
の
証
印
を
受
け

て
い
る
こ
と
。

低
引
火
点
燃
料
船
に
お
い
て
、
船
長
又
は
機

（２）
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関
部
の
職
員
若
し
く
は
機
関
部
の
部
員
で
あ
つ

て
機
関
部
の
部
員
が
行
う
べ
き
作
業
全
般
に
関

し
責
任
を
有
す
る
職
務
に
一
月
以
上
従
事
し
、

か
つ
、
燃
料
の
補
給
作
業
に
三
回
以
上
従
事
し

た
経
験
を
有
す
る
こ
と
。

消
火
、
低
引
火
点
燃
料
船
の
安
全
の
確
保
、

（３）
海
洋
汚
染
の
防
止
等
に
関
す
る
講
習
で
あ
つ
て

第
七
十
七
条
の
六
の
二
十
二
及
び
第
七
十
七
条

の
六
の
二
十
三
の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通
大
臣

の
登
録
を
受
け
た
講
習
の
課
程
を
修
了
し
た
こ

と
。

２

次
の

か
ら

ま
で
に
適
合
す
る
こ
と
。

（１）

（４）

乙
種
危
険
物
等
取
扱
責
任
者
（
低
引
火
点
燃

（１）
料
）
の
資
格
の
認
定
を
し
た
旨
の
証
印
を
受
け

て
い
る
こ
と
。

甲
種
危
険
物
等
取
扱
責
任
者
（
液
化
ガ
ス
）

（２）
の
資
格
の
認
定
を
し
た
旨
の
証
印
を
受
け
て
い

る
こ
と
。

低
引
火
点
燃
料
船
に
お
い
て
燃
料
の
補
給
作

（３）
業
に
三
回
以
上
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
こ
と

又
は
液
化
ガ
ス
タ
ン
カ
ー
に
お
い
て
積
荷
若
し

く
は
揚
荷
作
業
に
三
回
以
上
従
事
し
た
経
験
を

有
す
る
こ
と
。

低
引
火
点
燃
料
船
又
は
液
化
ガ
ス
タ
ン
カ
ー

（４）
に
三
月
以
上
乗
り
組
ん
だ
履
歴
を
有
す
る
こ
と

。

二

乙
種
危
険
物
等

申
請
日
以
前
五
年
以
内
に
、
次
の
い
ず
れ
か
に
適
合

取
扱
責
任
者
（
低

す
る
こ
と
。

引
火
点
燃
料
）

１

消
火
並
び
に
低
引
火
点
燃
料
船
の
安
全
の
確
保

及
び
海
洋
汚
染
の
防
止
の
た
め
の
基
本
的
な
措
置
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に
関
し
国
土
交
通
大
臣
が
告
示
で
定
め
る
基
準
に

適
合
す
る
講
習
の
課
程
を
修
了
し
た
こ
と
。

２

甲
種
危
険
物
等
取
扱
責
任
者
（
液
化
ガ
ス
）
又

は
乙
種
危
険
物
等
取
扱
責
任
者
（
液
化
ガ
ス
）
の

資
格
の
認
定
を
し
た
旨
の
証
印
を
受
け
て
い
る
こ

と
。

第
十
一
号
表
～
第
十
三
号
表

（
略
）

第
十
号
表
～
第
十
二
号
表

（
略
）

第
十
四
号
表
（
第
七
十
七
条
の
六
の
二
十
三
関
係
）

（
新
設
）

講

習

科

目

条

件

一

低
引
火
点
燃
料

三
級
海
技
士
（
機
関
）
の
資
格
若
し
く
は
こ
れ
よ
り

船
の
構
造
及
び
設

上
級
の
資
格
に
つ
い
て
の
免
許
を
有
す
る
者
で
あ
つ

備

て
、
当
該
免
許
を
受
け
た
後
二
年
以
上
船
舶
職
員
と

二

低
引
火
点
燃
料

し
て
低
引
火
点
燃
料
船
に
乗
り
組
ん
だ
履
歴
を
有
す

船
の
燃
料
の
貯
蔵

る
も
の
又
は
こ
れ
ら
と
同
等
以
上
の
能
力
を
有
す
る

等
に
関
す
る
シ
ス

者
で
あ
る
こ
と
。

テ
ム

三

低
引
火
点
燃
料

船
の
推
進
に
関
す

る
シ
ス
テ
ム

四

低
引
火
点
燃
料

船
の
機
関
の
取
扱

及
び
燃
料
の
補
給

五

低
引
火
点
燃
料

一

三
級
海
技
士
（
航
海
）
若
し
く
は
三
級
海
技
士

の
物
理
的
性
質
及

（
機
関
）
の
資
格
若
し
く
は
こ
れ
ら
よ
り
上
級
の

び
化
学
的
性
質

資
格
に
つ
い
て
の
免
許
を
有
す
る
者
で
あ
つ
て
、

当
該
免
許
を
受
け
た
後
二
年
以
上
船
舶
職
員
と
し

て
低
引
火
点
燃
料
船
に
乗
り
組
ん
だ
履
歴
を
有
す
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る
も
の
又
は
こ
れ
ら
と
同
等
以
上
の
能
力
を
有
す

る
者
で
あ
る
こ
と
。

二

大
学
等
に
お
い
て
化
学
に
関
す
る
学
科
を
修
得

し
て
卒
業
し
た
者
で
、
そ
の
後
二
年
以
上
危
険
物

に
関
す
る
研
究
又
は
実
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有

す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

六

災
害
防
止
対
策

三
級
海
技
士
（
機
関
）
の
資
格
若
し
く
は
こ
れ
よ
り

及
び
海
上
汚
染
防

上
級
の
資
格
に
つ
い
て
の
免
許
を
有
す
る
者
で
あ
つ

止
対
策

て
、
当
該
免
許
を
受
け
た
後
一
年
以
上
船
舶
職
員
と

し
て
船
舶
に
乗
り
組
ん
だ
履
歴
を
有
す
る
も
の
又
は

こ
れ
ら
と
同
等
以
上
の
能
力
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ

と
。

七

船
員
法
そ
の
他

一

三
級
海
技
士
（
航
海
）
若
し
く
は
三
級
海
技
士

船
員
の
安
全
及
び

（
機
関
）
の
資
格
若
し
く
は
こ
れ
ら
よ
り
上
級
の

衛
生
に
関
す
る
法

資
格
に
つ
い
て
の
免
許
を
有
す
る
者
で
あ
つ
て
、

令

当
該
免
許
を
受
け
た
後
一
年
以
上
船
舶
職
員
と
し

て
船
舶
に
乗
り
組
ん
だ
履
歴
を
有
す
る
も
の
又
は

こ
れ
ら
と
同
等
以
上
の
能
力
を
有
す
る
者
で
あ
る

こ
と
。

二

大
学
等
に
お
い
て
法
律
に
関
す
る
学
科
を
修
得

し
て
卒
業
し
た
者
で
、
そ
の
後
二
年
以
上
法
律
に

関
す
る
研
究
若
し
く
は
実
務
に
従
事
し
た
経
験
を

有
す
る
も
の
又
は
こ
れ
ら
と
同
等
以
上
の
能
力
を

有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

第
二
十
二
号
の
三
書
式

（第
七
十
七
条
の
六
関
係

）
（日

本
工
業
規
格
A
列
４
番

）

第
二
十
二
号
の
三
書
式

（第
七
十
七
条
の
六
関
係

）
（日

本
工
業
規
格
A
列
４
番

）

危
険
物
等
取
扱
責
任
者
資
格
認
定
申
請
書

危
険
物
等
取
扱
責
任
者
資
格
認
定
申
請
書

年
月

日
年

月
日

殿
殿
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ふ
り
が
な

ふ
り
が
な

申
請
者
氏
名

申
請
者
氏
名

住
所

住
所

危
険
物
等
取
扱
責
任
者
の
資
格
の
認
定
を
受
け
た
い
の
で

船
員
法
施
行
規

危
険
物
等
取
扱
責
任
者
の
資
格
の
認
定
を
受
け
た
い
の
で

船
員
法
施
行
規

、
、

則
第
7
7条
の
６
第
２
項

（第
7
7
条
の
６
第
３
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

則
第
7
7
条
の
６
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
申
請
し
ま
す

。

む

｡

）の
規
定
に
よ
り
申
請
し
ま
す

。

船
員
手
帳
番
号

第
号

船
員
手
帳
番
号

第
号

認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る

甲
種

（石
油

）

甲
種

（液
体
化
学
薬
品

）

認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る

甲
種

（石
油

）

甲
種

（液
体
化
学
薬
品

）

、
、

、
、

資
格

の
区

分
甲
種

（液
化
ガ
ス

）

資
格

の
区

分
甲
種

（液
化
ガ
ス

）

、
、

甲
種

（低
引
火
点
燃
料

）

乙
種

（石
油
・
液
体
化
学
薬
品

）

、
、

乙
種

（石
油
・
液
体
化
学
薬
品

）

乙
種

（液
化
ガ
ス

）

、

乙
種

（液
化
ガ
ス
）、

乙
種

（低
引
火
点
燃
料

）

乗
船

履
歴

乗
船

履
歴

講
習
課
程
の
名
称
等

講
習
課
程
の
名
称
等

＊
＊

記
載
心
得

記
載
心
得

１

（略

）

１

（略
）

２
乗
船
履
歴
の
欄
に
は

認
定
に
必
要
な
乗
船
履
歴
及
び
従
事
し
た
職
名
を
記

２
乗
船
履
歴
の
欄
に
は

認
定
に
必
要
な
乗
船
履
歴
及
び
従
事
し
た
職
名
を
記

、
、

載
す
る
こ
と

。

載
す
る
こ
と

。

甲
種
危
険
物
等
取
扱
責
任
者

（石
油

）

甲
種
危
険
物
等
取
扱
責
任
者

（液
甲
種
危
険
物
等
取
扱
責
任
者
の
認
定
を
申
請
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は

職
名

、
、

体
化
学
薬
品

）又
は
甲
種
危
険
物
等
取
扱
責
任
者

（液
化
ガ
ス

）の
認
定
を
申

の
次
に
タ
ン
カ

の
種
類
を
記
載
す
る
こ
と

。

ー
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請
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は

職
名
の
次
に
タ
ン
カ

の
種
類
を
記
載
す
る
こ
と

、
ー

。

３
・
４

（略

）

３
・
４

（略

）

第
二
十
二
号
の
四
書
式

（第
七
十
七
条
の
六
関
係

）

第
二
十
二
号
の
四
書
式

（第
七
十
七
条
の
六
関
係

）

Licence
N

o.
Licence

N
o.

C
ertified

on
C

ertified
on

V
alid

until
V

alid
until

7
0
.
0

C
E

R
TIFIC

A
TE

O
F

P
R

O
FIC

IE
N

C
Y

forP
erson

assigned
7
0
.
0

C
E

R
TIFIC

A
TE

O
F

P
R

O
FIC

IE
N

C
Y

forP
erson

assigned

ミ
w

ith
responsibilities

for
handling

dangerous
and

other
ミ

w
ith

responsibilities
for

handling
dangerous

and
other

リ
substances

リ
substances

メ

（資
格
の
名
称

）

メ

（資
格
の
名
称

）

ー
S

eafarerqualified
in

accordance
w

ith
paragraph

of
ー

S
eafarerin

accordance
w

ith
paragraph

ofregulation

ト
regulation

and
paragraph

ofregulation
and

ト
and

paragraph
ofregulation

ofS
TC

W
convention,as

ル
paragraph

ofregulation
ofS

TC
W

convention,
ル

am
ended,as

to
the

duties
on

oil,chem
ical,liquefied

as
am

ended,as
to

the
duties

on
oil,chem

ical,liquefied
gas

tankers
gas

tankers,ships
subjectto

the
IG

F
C

ode
M

IN
IS

TR
Y

O
F

LA
N

D
,IN

FR
A

S
TR

U
C

TU
R

E
,

M
IN

IS
TR

Y
O

F
LA

N
D

,IN
FR

A
S

TR
U

C
TU

R
E

,
TR

A
N

S
P

O
R

T
A

N
D

TO
U

R
IS

M
JA

P
A

N
TR

A
N

S
P

O
R

T
A

N
D

TO
U

R
IS

M
JA

P
A

N

1
0
0.
0
ミ
リ
メ

ート
ル

6
0
.
0ミ
リ
メ

ート
ル

第
二
十
二
号
の
五
書
式

（第
七
十
七
条
の
七
関
係

）
（日

本
工
業
規
格
Ａ
列
４
番

）

第
二
十
二
号
の
五
書
式

（第
七
十
七
条
の
七
関
係

）
（日

本
工
業
規
格
Ａ
列
４
番

）

危
険
物
等
取
扱
責
任
者
資
格
認
定
更
新
申
請
書

危
険
物
等
取
扱
責
任
者
資
格
認
定
更
新
申
請
書

年
月

日
年

月
日

殿
殿

ふ
り
が
な

ふ
り
が
な
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申
請
者
氏
名

申
請
者
氏
名

住
所

住
所

危
険
物
等
取
扱
責
任
者
の
資
格
の
認
定
の
更
新
を
受
け
た
い
の
で

船
員
法

危
険
物
等
取
扱
責
任
者
の
資
格
の
認
定
の
更
新
を
受
け
た
い
の
で

船
員
法

、
、

施
行
規
則
第
7
7
条
の
７
第
２
項

（第
7
7
条
の
７
第
３
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

施
行
規
則
第
7
7
条
の
７
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
申
請
し
ま
す

。

合
を
含
む

｡

）の
規
定
に
よ
り
申
請
し
ま
す

。

船
員
手
帳
番
号

第
号

船
員
手
帳
番
号

第
号

認
定
の
更
新
を
受
け

甲
種

（石
油

）

N
o.

認
定
の
更
新
を
受
け

甲
種

（石
油

）

N
o
.

よ
う
と
す
る
資
格
の

甲
種

（液
体
化
学
薬
品

）

N
o
.

よ
う
と
す
る
資
格
の

甲
種

（液
体
化
学
薬
品

）

N
o
.

区
分
及
び
証
印
番
号

甲
種

（液
化
ガ
ス

）

N
o
.

区
分
及
び
証
印
番
号

甲
種

（液
化
ガ
ス

）

N
o
.

甲
種

（低
引
火
点
燃
料

）

N
o
.

乙
種

（石
油
・
液
体
化
学
薬
品

）

N
o
.

乙
種

（石
油
・
液
体
化
学
薬
品

）

N
o
.

乙
種

（液
化
ガ
ス

）

N
o
.

乙
種

（液
化
ガ
ス

）

N
o.

乙
種

（低
引
火
点
燃
料

）

N
o.

乗
船

履
歴

乗
船

履
歴

講
習
課
程
の
名
称
等

講
習
課
程
の
名
称
等

＊
＊

記
載
心
得

（略

）

記
載
心
得

（略

）
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（
船
員
労
働
安
全
衛
生
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条

船
員
労
働
安
全
衛
生
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
運
輸
省
令
第
五
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に

二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規

定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応

す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。
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改

正

後

改

正

前

目
次

目
次

第
一
章
～
第
六
章

（
略
）

第
一
章
～
第
六
章

（
略
）

第
七
章

登
録
安
全
担
当
者
講
習
実
施
機
関
（
第
七
十
七
条
―
第
九
十
一
条
の
六

第
七
章

登
録
安
全
担
当
者
講
習
実
施
機
関
（
第
七
十
七
条
―
第
九
十
一
条
）

）

第
八
章

（
略
）

第
八
章

（
略
）

（
安
全
担
当
者
の
資
格
）

（
安
全
担
当
者
の
資
格
）

第
三
条

（
略
）

第
三
条

（
略
）

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
引
火
性
液
体
類
（
危
険
物
船
舶
運
送
及
び
貯
蔵
規

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
引
火
性
液
体
類
（
危
険
物
船
舶
運
送
及
び
貯
蔵
規

則
（
昭
和
三
十
二
年
運
輸
省
令
第
三
十
号
）
第
二
条
第
一
号
に
掲
げ
る
引
火
性
液

則
（
昭
和
三
十
二
年
運
輸
省
令
第
三
十
号
）
第
二
条
第
一
号
に
掲
げ
る
引
火
性
液

体
類
を
い
う
。
）
又
は
引
火
性
若
し
く
は
爆
発
性
の
蒸
気
を
発
す
る
物
質
（
以
下

体
類
を
い
う
。
）
又
は
引
火
性
若
し
く
は
爆
発
性
の
蒸
気
を
発
す
る
物
質
（
以
下

「
引
火
性
液
体
類
等
」
と
い
う
。
）
を
常
時
運
送
す
る
船
舶
の
甲
板
部
の
安
全
担

「
引
火
性
液
体
類
等
」
と
い
う
。
）
を
常
時
運
送
す
る
船
舶
の
甲
板
部
の
安
全
担

当
者
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

当
者
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。

。

一

第
七
十
七
条
及
び
第
七
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通
大
臣
の
登
録
を
受

一

第
七
十
七
条
及
び
第
七
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通
大
臣
の
登
録
を
受

け
た
講
習
（
以
下
「
登
録
タ
ン
カ
ー
安
全
担
当
者
講
習
」
と
い
う
。
）
の
課
程

け
た
講
習
（
以
下
「
登
録
安
全
担
当
者
講
習
」
と
い
う
。
）
の
課
程
を
修
了
し

を
修
了
し
た
者
で
あ
る
こ
と
。

た
者
で
あ
る
こ
と
。

二

千
九
百
七
十
八
年
の
船
員
の
訓
練
及
び
資
格
証
明
並
び
に
当
直
の
基
準
に
関

二

千
九
百
七
十
八
年
の
船
員
の
訓
練
及
び
資
格
証
明
並
び
に
当
直
の
基
準
に
関

す
る
国
際
条
約
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
条
約
」
と
い
う
。
）
の
締
約
国
が

す
る
国
際
条
約
（
以
下
「
条
約
」
と
い
う
。
）
の
締
約
国
が
発
給
し
た
条
約
に

発
給
し
た
条
約
に
適
合
す
る
危
険
物
又
は
有
害
物
の
取
扱
い
に
関
す
る
業
務
の

適
合
す
る
危
険
物
又
は
有
害
物
の
取
扱
い
に
関
す
る
業
務
の
管
理
に
関
す
る
資

管
理
に
関
す
る
資
格
証
明
書
（
次
項
に
お
い
て
「
締
約
国
資
格
証
明
書
」
と
い

格
証
明
書
を
受
有
し
て
お
り
、
か
つ
、
船
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
号

う
。
）
を
受
有
し
て
お
り
、
か
つ
、
船
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
号
。

。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
、
船
舶
職
員
及
び
小
型
船
舶
操
縦
者
法
（
昭
和
二

以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
、
船
舶
職
員
及
び
小
型
船
舶
操
縦
者
法
（
昭
和
二
十

十
六
年
法
律
第
百
四
十
九
号
）
、
海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す

六
年
法
律
第
百
四
十
九
号
）
、
海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る

る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
六
号
）
及
び
船
舶
安
全
法
（
昭
和
八

法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
六
号
）
及
び
船
舶
安
全
法
（
昭
和
八
年

年
法
律
第
十
一
号
）
並
び
に
こ
れ
ら
に
基
づ
く
命
令
に
つ
い
て
の
講
習
の
課
程

法
律
第
十
一
号
）
並
び
に
こ
れ
ら
に
基
づ
く
命
令
に
つ
い
て
の
講
習
の
課
程
を

を
修
了
し
た
者
で
あ
る
こ
と
。

修
了
し
た
者
で
あ
る
こ
と
。
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３

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
船
員
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
二
年
運
輸
省
令

（
新
設
）

第
二
十
三
号
。
以
下
「
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）
第
七
十
七
条
の
三
第
二
項
に
規

定
す
る
低
引
火
点
燃
料
船
に
乗
り
組
む
機
関
部
の
安
全
担
当
者
は
、
次
に
掲
げ
る

要
件
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

第
九
十
一
条
の
二
及
び
第
九
十
一
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通
大
臣
の

登
録
を
受
け
た
講
習
（
以
下
「
登
録
低
引
火
点
燃
料
船
安
全
担
当
者
講
習
」
と

い
う
。
）
の
課
程
を
修
了
し
た
者
で
あ
る
こ
と
。

二

締
約
国
資
格
証
明
書
を
受
有
し
て
お
り
、
か
つ
、
法
、
船
舶
職
員
及
び
小
型

船
舶
操
縦
者
法
、
海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
及
び
船

舶
安
全
法
並
び
に
こ
れ
ら
に
基
づ
く
命
令
に
つ
い
て
の
講
習
の
課
程
を
修
了
し

た
者
で
あ
る
こ
と
。

（
安
全
衛
生
に
関
す
る
教
育
及
び
訓
練
）

（
安
全
衛
生
に
関
す
る
教
育
及
び
訓
練
）

第
十
一
条

（
略
）

第
十
一
条

（
略
）

２

液
体
化
学
薬
品
タ
ン
カ
ー
（
施
行
規
則
第
七
十
七
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る

２

液
体
化
学
薬
品
タ
ン
カ
ー
（
船
員
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
二
年
運
輸
省
令
第

液
体
学
薬
品
タ
ン
カ
ー
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
液
化
ガ
ス
タ
ン
カ
ー
（
施

二
十
三
号
。
以
下
「
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）
第
七
十
七
条
の
三
に
規
定
す
る
液

行
規
則
第
七
十
七
条
の
三
に
規
定
す
る
液
化
ガ
ス
タ
ン
カ
ー
を
い
う
。
以
下
同
じ

体
化
学
薬
品
タ
ン
カ
ー
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
液
化
ガ
ス
タ
ン
カ
ー
（
施

。
）
の
船
舶
所
有
者
は
、
当
該
船
舶
の
船
員
に
、
貨
物
の
取
扱
方
法
、
保
護
具
の

行
規
則
第
七
十
七
条
の
三
に
規
定
す
る
液
化
ガ
ス
タ
ン
カ
ー
を
い
う
。
以
下
同
じ

使
用
方
法
並
び
に
貨
物
の
漏
え
い
、
流
出
及
び
火
災
そ
の
他
の
非
常
の
際
に
お
け

。
）
の
船
舶
所
有
者
は
、
当
該
船
舶
の
船
員
に
、
貨
物
の
取
扱
方
法
、
保
護
具
の

る
措
置
に
関
す
る
訓
練
を
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

使
用
方
法
並
び
に
貨
物
の
漏
え
い
、
流
出
及
び
火
災
そ
の
他
の
非
常
の
際
に
お
け

る
措
置
に
関
す
る
訓
練
を
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
安
全
担
当
者
講
習
の
登
録
）

（
安
全
担
当
者
講
習
の
登
録
）

第
七
十
七
条

第
三
条
第
二
項
第
一
号
の
登
録
は
、
登
録
タ
ン
カ
ー
安
全
担
当
者
講

第
七
十
七
条

第
三
条
第
二
項
第
一
号
の
登
録
は
、
登
録
安
全
担
当
者
講
習
を
行
お

習
を
行
お
う
と
す
る
者
の
申
請
に
よ
り
行
う
。

う
と
す
る
者
の
申
請
に
よ
り
行
う
。

２

第
三
条
第
二
項
第
一
号
の
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

２

第
三
条
第
二
項
第
一
号
の
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

を
記
載
し
た
申
請
書
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

を
記
載
し
た
申
請
書
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
登
録
タ
ン
カ
ー
安
全
担
当
者
講
習
の
実
施
に

二

登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
登
録
安
全
担
当
者
講
習
の
実
施
に
関
す
る
事

関
す
る
事
務
（
以
下
「
登
録
タ
ン
カ
ー
安
全
担
当
者
講
習
事
務
」
と
い
う
。
）

務
（
以
下
「
登
録
安
全
担
当
者
講
習
事
務
」
と
い
う
。
）
を
行
お
う
と
す
る
事
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を
行
お
う
と
す
る
事
務
所
の
名
称
及
び
所
在
地

務
所
の
名
称
及
び
所
在
地

三

登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
登
録
タ
ン
カ
ー
安
全
担
当
者
講
習
事
務
を
開

三

登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
登
録
安
全
担
当
者
講
習
事
務
を
開
始
す
る
日

始
す
る
日

３

（
略
）

３

（
略
）

（
登
録
の
要
件
等
）

（
登
録
の
要
件
等
）

第
七
十
八
条

国
土
交
通
大
臣
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
申
請
の
あ
つ
た
講
習
が
次

第
七
十
八
条

国
土
交
通
大
臣
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
申
請
の
あ
つ
た
講
習
が
次

に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
に
適
合
し
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
登
録
を
し
な
け
れ
ば
な

に
掲
げ
る
要
件
の
す
べ
て
に
適
合
し
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
登
録
を
し
な
け
れ
ば

ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

２

国
土
交
通
大
臣
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
登
録
の
申
請
を
し
た
者
が
、
次
の
各

２

国
土
交
通
大
臣
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
登
録
の
申
請
を
し
た
者
が
、
次
の
各

号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
登
録
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
登
録
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

法
人
で
あ
つ
て
、
登
録
タ
ン
カ
ー
安
全
担
当
者
講
習
事
務
を
行
う
役
員
の
う

三

法
人
で
あ
つ
て
、
登
録
安
全
担
当
者
講
習
事
務
を
行
う
役
員
の
う
ち
に
前
二

ち
に
前
二
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
が
あ
る
も
の

号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
が
あ
る
も
の

３

第
三
条
第
二
項
第
一
号
の
登
録
は
、
登
録
タ
ン
カ
ー
安
全
担
当
者
講
習
登
録
簿

３

第
三
条
第
二
項
第
一
号
の
登
録
は
、
登
録
安
全
担
当
者
講
習
登
録
簿
に
次
に
掲

に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
て
す
る
も
の
と
す
る
。

げ
る
事
項
を
記
載
し
て
す
る
も
の
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

登
録
タ
ン
カ
ー
安
全
担
当
者
講
習
を
行
う
者
（
以
下
「
登
録
タ
ン
カ
ー
安
全

二

登
録
安
全
担
当
者
講
習
を
行
う
者
（
以
下
「
登
録
安
全
担
当
者
講
習
実
施
機

担
当
者
講
習
実
施
機
関
」
と
い
う
。
）
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法

関
」
と
い
う
。
）
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ

人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

の
代
表
者
の
氏
名

三

登
録
タ
ン
カ
ー
安
全
担
当
者
講
習
実
施
機
関
が
登
録
タ
ン
カ
ー
安
全
担
当
者

三

登
録
安
全
担
当
者
講
習
実
施
機
関
が
登
録
安
全
担
当
者
講
習
事
務
を
行
う
事

講
習
事
務
を
行
う
事
務
所
の
名
称
及
び
所
在
地

務
所
の
名
称
及
び
所
在
地

四

登
録
タ
ン
カ
ー
安
全
担
当
者
講
習
実
施
機
関
が
登
録
タ
ン
カ
ー
安
全
担
当
者

四

登
録
安
全
担
当
者
講
習
実
施
機
関
が
登
録
安
全
担
当
者
講
習
事
務
を
開
始
す

講
習
事
務
を
開
始
す
る
日

る
日

（
講
習
の
実
施
に
係
る
義
務
）

（
講
習
の
実
施
に
係
る
義
務
）

第
八
十
条

登
録
タ
ン
カ
ー
安
全
担
当
者
講
習
実
施
機
関
は
、
公
正
に
、
か
つ
、
第

第
八
十
条

登
録
安
全
担
当
者
講
習
実
施
機
関
は
、
公
正
に
、
か
つ
、
第
七
十
八
条

七
十
八
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
要
件
及
び
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
方
法

第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
要
件
及
び
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
方
法
に
よ
り
登

に
よ
り
登
録
タ
ン
カ
ー
安
全
担
当
者
講
習
事
務
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

録
安
全
担
当
者
講
習
事
務
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

（
登
録
事
項
の
変
更
の
届
出
）

（
登
録
事
項
の
変
更
の
届
出
）

第
八
十
一
条

登
録
タ
ン
カ
ー
安
全
担
当
者
講
習
実
施
機
関
は
、
第
七
十
八
条
第
三

第
八
十
一
条

登
録
安
全
担
当
者
講
習
実
施
機
関
は
、
第
七
十
八
条
第
三
項
第
二
号

項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ

か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め

ら
か
じ
め
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し

、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

（
登
録
安
全
担
当
者
講
習
事
務
規
程
）

（
登
録
安
全
担
当
者
講
習
事
務
規
程
）

第
八
十
二
条

登
録
タ
ン
カ
ー
安
全
担
当
者
講
習
実
施
機
関
は
、
登
録
タ
ン
カ
ー
安

第
八
十
二
条

登
録
安
全
担
当
者
講
習
実
施
機
関
は
、
登
録
安
全
担
当
者
講
習
事
務

全
担
当
者
講
習
事
務
の
開
始
前
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
登
録
タ
ン
カ

の
開
始
前
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
登
録
安
全
担
当
者
講
習
事
務
の
実

ー
安
全
担
当
者
講
習
事
務
の
実
施
に
関
す
る
規
程
を
定
め
、
国
土
交
通
大
臣
に
届

施
に
関
す
る
規
程
を
定
め
、
国
土
交
通
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ

け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る

れ
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

。一

登
録
タ
ン
カ
ー
安
全
担
当
者
講
習
の
受
講
の
申
請
に
関
す
る
事
項

一

登
録
安
全
担
当
者
講
習
の
受
講
の
申
請
に
関
す
る
事
項

二

登
録
タ
ン
カ
ー
安
全
担
当
者
講
習
の
受
講
料
の
額
及
び
収
納
の
方
法
に
関
す

二

登
録
安
全
担
当
者
講
習
の
受
講
料
の
額
及
び
収
納
の
方
法
に
関
す
る
事
項

る
事
項

三

登
録
タ
ン
カ
ー
安
全
担
当
者
講
習
の
日
程
、
公
示
方
法
そ
の
他
登
録
講
習
の

三

登
録
安
全
担
当
者
講
習
の
日
程
、
公
示
方
法
そ
の
他
登
録
講
習
の
実
施
の
方

実
施
の
方
法
に
関
す
る
事
項

法
に
関
す
る
事
項

四

登
録
タ
ン
カ
ー
安
全
担
当
者
講
習
の
修
了
証
明
書
の
交
付
及
び
再
交
付
に
関

四

登
録
安
全
担
当
者
講
習
の
修
了
証
明
書
の
交
付
及
び
再
交
付
に
関
す
る
事
項

す
る
事
項

五

（
略
）

五

（
略
）

六

登
録
タ
ン
カ
ー
安
全
担
当
者
講
習
事
務
に
関
す
る
公
正
の
確
保
に
関
す
る
事

六

登
録
安
全
担
当
者
講
習
事
務
に
関
す
る
公
正
の
確
保
に
関
す
る
事
項

項
七

（
略
）

七

（
略
）

八

そ
の
他
登
録
タ
ン
カ
ー
安
全
担
当
者
講
習
事
務
に
関
し
必
要
な
事
項

八

そ
の
他
登
録
安
全
担
当
者
講
習
事
務
に
関
し
必
要
な
事
項

（
登
録
安
全
担
当
者
講
習
事
務
の
休
廃
止
）

（
登
録
安
全
担
当
者
講
習
事
務
の
休
廃
止
）

第
八
十
三
条

登
録
タ
ン
カ
ー
安
全
担
当
者
講
習
実
施
機
関
は
、
登
録
タ
ン
カ
ー
安

第
八
十
三
条

登
録
安
全
担
当
者
講
習
実
施
機
関
は
、
登
録
安
全
担
当
者
講
習
事
務
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全
担
当
者
講
習
事
務
を
休
止
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、

を
休
止
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を

次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

記
載
し
た
届
出
書
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ら
な
い
。

一

登
録
タ
ン
カ
ー
安
全
担
当
者
講
習
実
施
機
関
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並

一

登
録
安
全
担
当
者
講
習
実
施
機
関
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人

び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二

登
録
タ
ン
カ
ー
安
全
担
当
者
講
習
事
務
を
休
止
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
事

二

登
録
安
全
担
当
者
講
習
事
務
を
休
止
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
事
務
所
の
名

務
所
の
名
称
及
び
所
在
地

称
及
び
所
在
地

三

登
録
タ
ン
カ
ー
安
全
担
当
者
講
習
事
務
を
休
止
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
日

三

登
録
安
全
担
当
者
講
習
事
務
を
休
止
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
日

四

登
録
タ
ン
カ
ー
安
全
担
当
者
講
習
事
務
を
休
止
し
よ
う
と
す
る
期
間

四

登
録
安
全
担
当
者
講
習
事
務
を
休
止
し
よ
う
と
す
る
期
間

五

登
録
タ
ン
カ
ー
安
全
担
当
者
講
習
事
務
を
休
止
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
理

五

登
録
安
全
担
当
者
講
習
事
務
を
休
止
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
理
由

由
（
財
務
諸
表
等
の
備
付
け
及
び
閲
覧
等
）

（
財
務
諸
表
等
の
備
付
け
及
び
閲
覧
等
）

第
八
十
四
条

登
録
タ
ン
カ
ー
安
全
担
当
者
講
習
実
施
機
関
は
、
毎
事
業
年
度
経
過

第
八
十
四
条

登
録
安
全
担
当
者
講
習
実
施
機
関
は
、
毎
事
業
年
度
経
過
後
三
月
以

後
三
月
以
内
に
、
そ
の
事
業
年
度
の
財
産
目
録
、
貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書

内
に
、
そ
の
事
業
年
度
の
財
産
目
録
、
貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書
又
は
収
支

又
は
収
支
計
算
書
並
び
に
事
業
報
告
書
（
そ
の
作
成
に
代
え
て
電
磁
的
記
録
（
電

計
算
書
並
び
に
事
業
報
告
書
（
そ
の
作
成
に
代
え
て
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式

子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
の
人
の
知
覚
に
よ
つ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で

、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
の
人
の
知
覚
に
よ
つ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方

き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
つ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用

式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
つ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ

に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
作
成
が
さ
れ
て

る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
作
成
が
さ
れ
て
い
る
場
合

い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
電
磁
的
記
録
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
「
財
務
諸
表
等

に
お
け
る
当
該
電
磁
的
記
録
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
「
財
務
諸
表
等
」
と
い
う

」
と
い
う
。
）
を
作
成
し
、
五
年
間
事
務
所
に
備
え
て
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。
）
を
作
成
し
、
五
年
間
事
務
所
に
備
え
て
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

。
２

登
録
タ
ン
カ
ー
安
全
担
当
者
講
習
を
受
講
し
よ
う
と
す
る
者
そ
の
他
の
利
害
関

２

登
録
安
全
担
当
者
講
習
を
受
講
し
よ
う
と
す
る
者
そ
の
他
の
利
害
関
係
人
は
、

係
人
は
、
登
録
タ
ン
カ
ー
安
全
担
当
者
講
習
実
施
機
関
の
業
務
時
間
内
は
、
い
つ

登
録
安
全
担
当
者
講
習
実
施
機
関
の
業
務
時
間
内
は
、
い
つ
で
も
、
次
に
掲
げ
る

で
も
、
次
に
掲
げ
る
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
第
二
号
又
は
第
四

請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
第
二
号
又
は
第
四
号
の
請
求
を
す
る
に

号
の
請
求
を
す
る
に
は
、
登
録
タ
ン
カ
ー
安
全
担
当
者
講
習
実
施
機
関
の
定
め
た

は
、
登
録
安
全
担
当
者
講
習
実
施
機
関
の
定
め
た
費
用
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら

費
用
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
い
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

（
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
を
提
供
す
る
た
め
の
電
磁
的
方
法
）

（
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
を
提
供
す
る
た
め
の
電
磁
的
方
法
）
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第
八
十
五
条

前
条
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
電
磁
的
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
も

第
八
十
五
条

前
条
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
電
磁
的
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
も

の
の
う
ち
、
登
録
タ
ン
カ
ー
安
全
担
当
者
講
習
実
施
機
関
が
定
め
る
も
の
と
す
る

の
の
う
ち
、
登
録
安
全
担
当
者
講
習
実
施
機
関
が
定
め
る
も
の
と
す
る
。

。一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
適
合
命
令
）

（
適
合
命
令
）

第
八
十
六
条

国
土
交
通
大
臣
は
、
登
録
タ
ン
カ
ー
安
全
担
当
者
講
習
が
第
七
十
八

第
八
十
六
条

国
土
交
通
大
臣
は
、
登
録
安
全
担
当
者
講
習
が
第
七
十
八
条
第
一
項

条
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
適
合
し
な
く
な
つ
た
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
登

各
号
の
い
ず
れ
か
に
適
合
し
な
く
な
つ
た
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
登
録
安
全
担

録
タ
ン
カ
ー
安
全
担
当
者
講
習
実
施
機
関
に
対
し
、
同
項
の
規
定
に
適
合
す
る
た

当
者
講
習
実
施
機
関
に
対
し
、
同
項
の
規
定
に
適
合
す
る
た
め
必
要
な
措
置
を
と

め
必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
改
善
命
令
）

（
改
善
命
令
）

第
八
十
七
条

国
土
交
通
大
臣
は
、
登
録
タ
ン
カ
ー
安
全
担
当
者
講
習
実
施
機
関
が

第
八
十
七
条

国
土
交
通
大
臣
は
、
登
録
安
全
担
当
者
講
習
実
施
機
関
が
第
八
十
条

第
八
十
条
の
規
定
に
違
反
し
て
い
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
登
録
タ
ン
カ
ー
安

の
規
定
に
違
反
し
て
い
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
登
録
安
全
担
当
者
講
習
実
施

全
担
当
者
講
習
実
施
機
関
に
対
し
、
登
録
タ
ン
カ
ー
安
全
担
当
者
講
習
事
務
の
改

機
関
に
対
し
、
登
録
安
全
担
当
者
講
習
事
務
の
改
善
に
関
し
必
要
な
措
置
を
と
る

善
に
関
し
必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
登
録
の
取
消
し
等
）

（
登
録
の
取
消
し
等
）

第
八
十
八
条

国
土
交
通
大
臣
は
、
登
録
タ
ン
カ
ー
安
全
担
当
者
講
習
実
施
機
関
が

第
八
十
八
条

国
土
交
通
大
臣
は
、
登
録
安
全
担
当
者
講
習
実
施
機
関
が
次
の
各
号

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
第
三
条
第
二
項
第
一
号
の
登
録
を

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
第
三
条
第
二
項
第
一
号
の
登
録
を
取
り
消
し

取
り
消
し
、
又
は
期
間
を
定
め
て
登
録
タ
ン
カ
ー
安
全
担
当
者
講
習
事
務
に
関
す

、
又
は
期
間
を
定
め
て
登
録
安
全
担
当
者
講
習
事
務
に
関
す
る
業
務
の
全
部
若
し

る
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
停
止
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

く
は
一
部
の
停
止
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
～
五

（
略
）

一
～
五

（
略
）

（
帳
簿
の
記
載
等
）

（
帳
簿
の
記
載
等
）

第
八
十
九
条

登
録
タ
ン
カ
ー
安
全
担
当
者
講
習
実
施
機
関
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

第
八
十
九
条

登
録
安
全
担
当
者
講
習
実
施
機
関
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し

を
記
載
し
た
帳
簿
を
備
え
、
こ
れ
を
登
録
タ
ン
カ
ー
安
全
担
当
者
講
習
の
終
了
後

た
帳
簿
を
備
え
、
こ
れ
を
登
録
安
全
担
当
者
講
習
の
終
了
後
二
年
間
保
存
し
な
け

二
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

れ
ば
な
ら
な
い
。

一

登
録
タ
ン
カ
ー
安
全
担
当
者
講
習
の
受
講
料
の
収
納
に
関
す
る
事
項

一

登
録
安
全
担
当
者
講
習
の
受
講
料
の
収
納
に
関
す
る
事
項
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二

登
録
タ
ン
カ
ー
安
全
担
当
者
講
習
の
受
講
の
申
請
の
受
理
に
関
す
る
事
項

二

登
録
安
全
担
当
者
講
習
の
受
講
の
申
請
の
受
理
に
関
す
る
事
項

三

登
録
タ
ン
カ
ー
安
全
担
当
者
講
習
の
修
了
証
明
書
の
交
付
及
び
再
交
付
に
関

三

登
録
安
全
担
当
者
講
習
の
修
了
証
明
書
の
交
付
及
び
再
交
付
に
関
す
る
事
項

す
る
事
項

四

そ
の
他
登
録
タ
ン
カ
ー
安
全
担
当
者
講
習
の
実
施
状
況
に
関
す
る
事
項

四

そ
の
他
登
録
安
全
担
当
者
講
習
の
実
施
状
況
に
関
す
る
事
項

２

登
録
タ
ン
カ
ー
安
全
担
当
者
講
習
実
施
機
関
は
、
登
録
タ
ン
カ
ー
安
全
担
当
者

２

登
録
安
全
担
当
者
講
習
実
施
機
関
は
、
登
録
安
全
担
当
者
講
習
の
受
講
申
請
書

講
習
の
受
講
申
請
書
及
び
そ
の
添
付
書
類
を
備
え
、
登
録
タ
ン
カ
ー
安
全
担
当
者

及
び
そ
の
添
付
書
類
を
備
え
、
登
録
安
全
担
当
者
講
習
の
終
了
後
二
年
間
こ
れ
を

講
習
の
終
了
後
二
年
間
こ
れ
を
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
報
告
の
徴
収
）

（
報
告
の
徴
収
）

第
九
十
条

国
土
交
通
大
臣
は
、
登
録
タ
ン
カ
ー
安
全
担
当
者
講
習
の
実
施
の
た
め

第
九
十
条

国
土
交
通
大
臣
は
、
登
録
安
全
担
当
者
講
習
の
実
施
の
た
め
必
要
な
限

必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
登
録
タ
ン
カ
ー
安
全
担
当
者
講
習
実
施
機
関
に
対
し
、

度
に
お
い
て
、
登
録
安
全
担
当
者
講
習
実
施
機
関
に
対
し
、
登
録
安
全
担
当
者
講

登
録
タ
ン
カ
ー
安
全
担
当
者
講
習
事
務
又
は
経
理
の
状
況
に
関
し
報
告
さ
せ
る
こ

習
事
務
又
は
経
理
の
状
況
に
関
し
報
告
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

と
が
で
き
る
。

（
安
全
担
当
者
講
習
の
登
録
）

第
九
十
一
条
の
二

第
三
条
第
三
項
第
一
号
の
登
録
は
、
登
録
低
引
火
点
燃
料
船
安

（
新
設
）

全
担
当
者
講
習
を
行
お
う
と
す
る
者
の
申
請
に
よ
り
行
う
。

２

第
三
条
第
三
項
第
一
号
の
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

を
記
載
し
た
申
請
書
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ

つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二

登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
登
録
低
引
火
点
燃
料
船
安
全
担
当
者
講
習
の

実
施
に
関
す
る
事
務
（
以
下
「
登
録
低
引
火
点
燃
料
船
安
全
担
当
者
講
習
事
務

」
と
い
う
。
）
を
行
お
う
と
す
る
事
務
所
の
名
称
及
び
所
在
地

三

登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
登
録
低
引
火
点
燃
料
船
安
全
担
当
者
講
習
事

務
を
開
始
す
る
日

３

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

を
記
載
し
た
書
類

イ

定
款
又
は
寄
付
行
為
及
び
登
記
事
項
証
明
書
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ロ

役
員
の
氏
名
、
住
所
及
び
経
歴
を
記
載
し
た
書
類

二

登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
個
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
住
民
票
の
写

し
及
び
履
歴
書

三

講
師
の
氏
名
及
び
経
歴
を
記
載
し
た
書
類

四

講
師
が
、
別
表
第
三
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

五

登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
、
次
条
第
二
項
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し

な
い
者
で
あ
る
こ
と
を
信
じ
さ
せ
る
に
足
る
書
類

（
登
録
の
要
件
等
）

第
九
十
一
条
の
三

国
土
交
通
大
臣
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
申
請
の
あ
つ
た
講
習

（
新
設
）

が
次
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
に
適
合
し
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
登
録
を
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

一

次
に
掲
げ
る
科
目
に
つ
い
て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ

低
引
火
点
燃
料
船
の
構
造
及
び
設
備

ロ

低
引
火
点
燃
料
船
の
燃
料
の
貯
蔵
等
に
関
す
る
シ
ス
テ
ム

ハ

低
引
火
点
燃
料
船
の
推
進
に
関
す
る
シ
ス
テ
ム

ニ

低
引
火
点
燃
料
船
の
機
関
の
取
扱
方
法
及
び
燃
料
の
補
給
方
法

ホ

低
引
火
点
燃
料
の
物
理
的
性
質
及
び
化
学
的
性
質

ヘ

災
害
防
止
対
策
及
び
海
上
汚
染
防
止
対
策

ト

船
員
法
そ
の
他
船
員
の
安
全
及
び
衛
生
に
関
す
る
法
令

二

前
号
に
掲
げ
る
科
目
に
あ
つ
て
は
、
別
表
第
三
の
上
欄
に
掲
げ
る
講
習
科
目

の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
条
件
の
い
ず
れ
か
に
適
合

す
る
者
が
講
師
と
し
て
講
習
の
業
務
に
従
事
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

２

国
土
交
通
大
臣
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
登
録
の
申
請
を
し
た
者
が
、
次
の
各

号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
登
録
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

一

船
員
法
第
八
十
一
条
（
船
内
作
業
に
よ
る
危
害
の
防
止
に
係
る
場
合
に
限
る

。
）
の
規
定
に
違
反
し
、
罰
金
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り

、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
つ
た
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
な
い
者

二

第
九
十
一
条
の
六
に
お
い
て
準
用
す
る
第
八
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
第
三
条

第
三
項
第
一
号
の
登
録
を
取
り
消
さ
れ
、
そ
の
取
消
し
の
日
か
ら
二
年
を
経
過
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し
な
い
者

三

法
人
で
あ
つ
て
、
登
録
低
引
火
点
燃
料
船
安
全
担
当
者
講
習
事
務
を
行
う
役

員
の
う
ち
に
前
二
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
が
あ
る
も
の

３

第
三
条
第
三
項
第
一
号
の
登
録
は
、
登
録
低
引
火
点
燃
料
船
安
全
担
当
者
講
習

登
録
簿
に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
て
す
る
も
の
と
す
る
。

一

登
録
年
月
日
及
び
登
録
番
号

二

登
録
低
引
火
点
燃
料
船
安
全
担
当
者
講
習
を
行
う
者
（
以
下
「
登
録
低
引
火

点
燃
料
船
安
全
担
当
者
講
習
講
習
実
施
機
関
」
と
い
う
。
）
の
氏
名
又
は
名
称

及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

三

登
録
低
引
火
点
燃
料
船
安
全
担
当
者
講
習
実
施
機
関
が
登
録
低
引
火
点
燃
料

船
安
全
担
当
者
講
習
事
務
を
行
う
事
務
所
の
名
称
及
び
所
在
地

四

登
録
低
引
火
点
燃
料
船
安
全
担
当
者
講
習
実
施
機
関
が
登
録
低
引
火
点
燃
料

船
安
全
担
当
者
講
習
事
務
を
開
始
す
る
日

（
登
録
の
更
新
）

第
九
十
一
条
の
四

第
三
条
第
三
項
第
一
号
の
登
録
は
、
五
年
ご
と
に
そ
の
更
新
を

（
新
設
）

受
け
な
け
れ
ば
、
そ
の
期
間
の
経
過
に
よ
つ
て
、
そ
の
効
力
を
失
う
。

２

前
二
条
の
規
定
は
、
前
項
の
登
録
の
更
新
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
講
習
の
実
施
に
係
る
義
務
）

第
九
十
一
条
の
五

登
録
低
引
火
点
燃
料
船
安
全
担
当
者
講
習
実
施
機
関
は
、
公
正

（
新
設
）

に
、
か
つ
、
第
九
十
一
条
の
三
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
要
件
及
び
次
に
掲
げ
る
基

準
に
適
合
す
る
方
法
に
よ
り
登
録
低
引
火
点
燃
料
船
安
全
担
当
者
講
習
事
務
を
行

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

講
習
は
、
講
義
に
よ
り
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

講
習
は
、
第
九
十
一
条
の
三
第
一
項
第
一
号
イ
か
ら
ト
ま
で
に
掲
げ
る
科
目

ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
一
時
間
以
上
で
あ
る
こ
と
。

三

安
全
担
当
者
と
し
て
必
要
な
知
識
及
び
能
力
を
有
す
る
か
ど
う
か
の
判
定
に

関
す
る
事
務
に
つ
い
て
は
、
第
九
十
一
条
の
三
第
一
項
第
二
号
に
該
当
す
る
者

に
行
わ
せ
る
こ
と
。
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（
準
用
）

第
九
十
一
条
の
六

第
八
十
一
条
か
ら
第
九
十
一
条
ま
で
の
規
定
は
登
録
低
引
火
点

（
新
設
）

燃
料
船
安
全
担
当
者
講
習
、
登
録
低
引
火
点
燃
料
船
安
全
担
当
者
講
習
実
施
機
関

及
び
登
録
低
引
火
点
燃
料
船
安
全
担
当
者
講
習
事
務
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
危
険
作
業
講
習
の
登
録
）

（
危
険
作
業
講
習
の
登
録
）

第
九
十
二
条

（
略
）

第
九
十
二
条

（
略
）

２

第
二
十
八
条
第
二
項
の
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を

２

第
二
十
八
条
第
二
項
の
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を

記
載
し
た
申
請
書
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

記
載
し
た
申
請
書
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
行
う
別
表
第
五
の
上
欄
に
掲
げ
る
講
習
の
区

三

登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
行
う
別
表
第
四
の
上
欄
に
掲
げ
る
講
習
の
区

分

分

四

（
略
）

四

（
略
）

３

（
略
）

３

（
略
）

（
登
録
の
要
件
等
）

（
登
録
の
要
件
等
）

第
九
十
三
条

国
土
交
通
大
臣
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
申
請
の
あ
つ
た
講
習
が
次

第
九
十
三
条

国
土
交
通
大
臣
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
申
請
の
あ
つ
た
講
習
が
次

に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
に
適
合
し
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
登
録
を
し
な
け
れ
ば
な

に
掲
げ
る
要
件
の
す
べ
て
に
適
合
し
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
登
録
を
し
な
け
れ
ば

ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

一

別
表
第
四
の
上
欄
に
掲
げ
る
講
習
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄

一

別
表
第
三
の
上
欄
に
掲
げ
る
講
習
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄

に
掲
げ
る
機
械
器
具
そ
の
他
の
設
備
を
用
い
て
講
習
を
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と

に
掲
げ
る
機
械
器
具
そ
の
他
の
設
備
を
用
い
て
講
習
を
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と

。

。

二

別
表
第
五
の
上
欄
に
掲
げ
る
講
習
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
中
欄

二

別
表
第
四
の
上
欄
に
掲
げ
る
講
習
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
中
欄

に
掲
げ
る
科
目
に
つ
い
て
講
習
が
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

に
掲
げ
る
科
目
に
つ
い
て
講
習
が
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三

別
表
第
五
の
中
欄
に
掲
げ
る
講
習
科
目
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
下

三

別
表
第
四
の
中
欄
に
掲
げ
る
講
習
科
目
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
下

欄
に
掲
げ
る
条
件
の
い
ず
れ
か
に
適
合
す
る
者
が
講
師
と
し
て
講
習
の
業
務
に

欄
に
掲
げ
る
条
件
の
い
ず
れ
か
に
適
合
す
る
者
が
講
師
と
し
て
講
習
の
業
務
に

従
事
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

従
事
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）
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別
表
第
三
（
第
九
十
一
条
の
三
関
係
）

（
新
設
）

講

習

科

目

条

件

一

低
引
火
点
燃
料

三
級
海
技
士
（
機
関
）
の
資
格
若
し
く
は
こ
れ
よ
り

船
の
構
造
及
び
設

上
級
の
資
格
に
つ
い
て
の
免
許
を
有
す
る
者
で
あ
つ

備

て
、
当
該
免
許
を
受
け
た
後
二
年
以
上
船
舶
職
員
と

二

低
引
火
点
燃
料

し
て
低
引
火
点
燃
料
船
に
乗
り
組
ん
だ
履
歴
を
有
す

船
の
燃
料
の
貯
蔵

る
も
の
又
は
こ
れ
ら
と
同
等
以
上
の
能
力
を
有
す
る

等
に
関
す
る
シ
ス

者
で
あ
る
こ
と
。

テ
ム

三

低
引
火
点
燃
料

船
の
推
進
に
関
す

る
シ
ス
テ
ム

四

低
引
火
点
燃
料

船
の
機
関
の
取
扱

及
び
燃
料
の
補
給

五

低
引
火
点
燃
料

一

三
級
海
技
士
（
航
海
）
若
し
く
は
三
級
海
技
士

の
物
理
的
性
質
及

（
機
関
）
の
資
格
若
し
く
は
こ
れ
ら
よ
り
上
級
の

び
化
学
的
性
質

資
格
に
つ
い
て
の
免
許
を
有
す
る
者
で
あ
つ
て
、

当
該
免
許
を
受
け
た
後
二
年
以
上
船
舶
職
員
と
し

て
低
引
火
点
燃
料
船
に
乗
り
組
ん
だ
履
歴
を
有
す

る
も
の
又
は
こ
れ
ら
と
同
等
以
上
の
能
力
を
有
す

る
者
で
あ
る
こ
と
。

二

大
学
等
に
お
い
て
化
学
に
関
す
る
学
科
を
修
得

し
て
卒
業
し
た
者
で
、
そ
の
後
二
年
以
上
危
険
物

に
関
す
る
研
究
又
は
実
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有

す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

六

災
害
防
止
対
策

三
級
海
技
士
（
機
関
）
の
資
格
若
し
く
は
こ
れ
よ
り

及
び
海
上
汚
染
防

上
級
の
資
格
に
つ
い
て
の
免
許
を
有
す
る
者
で
あ
つ

止
対
策

て
、
当
該
免
許
を
受
け
た
後
一
年
以
上
船
舶
職
員
と
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し
て
船
舶
に
乗
り
組
ん
だ
履
歴
を
有
す
る
も
の
又
は

こ
れ
ら
と
同
等
以
上
の
能
力
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ

と
。

七

船
員
法
そ
の
他

一

三
級
海
技
士
（
航
海
）
若
し
く
は
三
級
海
技
士

船
員
の
安
全
及
び

（
機
関
）
の
資
格
若
し
く
は
こ
れ
ら
よ
り
上
級
の

衛
生
に
関
す
る
法

資
格
に
つ
い
て
の
免
許
を
有
す
る
者
で
あ
つ
て
、

令

当
該
免
許
を
受
け
た
後
一
年
以
上
船
舶
職
員
と
し

て
船
舶
に
乗
り
組
ん
だ
履
歴
を
有
す
る
も
の
又
は

こ
れ
ら
と
同
等
以
上
の
能
力
を
有
す
る
者
で
あ
る

こ
と
。

二

大
学
等
に
お
い
て
法
律
に
関
す
る
学
科
を
修
得

し
て
卒
業
し
た
者
で
、
そ
の
後
二
年
以
上
法
律
に

関
す
る
研
究
若
し
く
は
実
務
に
従
事
し
た
経
験
を

有
す
る
も
の
又
は
こ
れ
ら
と
同
等
以
上
の
能
力
を

有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

別
表
第
四
・
別
表
第
五

（
略
）

別
表
第
三
・
別
表
第
四

（
略
）
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（
国
土
交
通
省
の
所
管
す
る
法
令
に
係
る
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利

用
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
条

国
土
交
通
省
の
所
管
す
る
法
令
に
係
る
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術

の
利
用
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
七
年
国
土
交
通
省
令
第
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

別
表
第
一

（
第
三
条
及
び
第
四
条
関
係
）

別
表
第
一

（
第
三
条
及
び
第
四
条
関
係
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

船
員
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
二
年
運

第
七
十
七
条
の
六
の
九
第
一
項
（
第
七

船
員
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
二
年
運

第
七
十
七
条
の
六
の
九
第
一
項
並
び
に

輸
省
令
第
二
十
三
号
）

十
七
条
の
六
の
二
十
一
及
び
第
七
十
七

輸
省
令
第
二
十
三
号
）

第
七
十
七
条
の
六
の
十
四
第
一
項
及
び

条
の
六
の
二
十
六
に
お
い
て
準
用
す
る

第
二
項

場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
第
七
十
七
条

の
六
の
十
四
第
一
項
及
び
第
二
項
（
こ

れ
ら
の
規
定
を
第
七
十
七
条
の
六
の
二

十
一
及
び
第
七
十
七
条
の
六
の
二
十
六

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

船
員
労
働
安
全
衛
生
規
則
（
昭
和
三
十

第
八
十
四
条
第
一
項
（
第
九
十
一
条
の

船
員
労
働
安
全
衛
生
規
則
（
昭
和
三
十

第
八
十
四
条
第
一
項
並
び
に
第
八
十
九

九
年
運
輸
省
令
第
五
十
三
号
）

六
及
び
第
九
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す

九
年
運
輸
省
令
第
五
十
三
号
）

条
第
一
項
及
び
第
二
項

る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
第
八
十
九

条
第
一
項
及
び
第
二
項
（
こ
れ
ら
の
規

定
を
第
九
十
一
条
の
六
及
び
第
九
十
六

条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

別
表
第
二

（
第
五
条
及
び
第
六
条
関
係
）

別
表
第
二

（
第
五
条
及
び
第
六
条
関
係
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

船
員
法
施
行
規
則

第
七
十
七
条
の
六
の
十
四
第
一
項
（
第

船
員
法
施
行
規
則

第
七
十
七
条
の
六
の
十
四
第
一
項
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七
十
七
条
の
六
の
二
十
一
及
び
第
七
十

七
条
の
六
の
二
十
六
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

船
員
労
働
安
全
衛
生
規
則

第
八
十
九
条
第
一
項
（
第
九
十
一
条
の

船
員
労
働
安
全
衛
生
規
則

第
八
十
九
条
第
一
項

六
及
び
第
九
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

別
表
第
三

（
第
八
条
及
び
第
九
条
関
係
）

別
表
第
三

（
第
八
条
及
び
第
九
条
関
係
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

船
員
法
施
行
規
則

第
七
十
七
条
の
六
の
九
第
二
項
（
第
七

船
員
法
施
行
規
則

第
七
十
七
条
の
六
の
九
第
二
項

十
七
条
の
六
の
二
十
一
及
び
第
七
十
七

条
の
六
の
二
十
六
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

船
員
労
働
安
全
衛
生
規
則

第
八
十
四
条
第
二
項
（
第
九
十
一
条
の

船
員
労
働
安
全
衛
生
規
則

第
八
十
四
条
第
二
項

六
及
び
第
九
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

別
表
第
四

（
第
十
条
及
び
第
十
一
条
関
係
）

別
表
第
四

（
第
十
条
及
び
第
十
一
条
関
係
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

船
員
法
施
行
規
則

第
七
十
七
条
の
六
の
九
第
二
項
（
第
七

船
員
法
施
行
規
則

第
七
十
七
条
の
六
の
九
第
二
項



- 51 -

十
七
条
の
六
の
二
十
一
及
び
第
七
十
七

条
の
六
の
二
十
六
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

船
員
労
働
安
全
衛
生
規
則

第
八
十
四
条
第
二
項
（
第
九
十
一
条
の

船
員
労
働
安
全
衛
生
規
則

第
八
十
四
条
第
二
項

六
及
び
第
九
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）
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（
海
上
運
送
法
第
三
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
く
日
本
船
舶
・
船
員
確
保
計
画
の
認
定
等
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
五
条

海
上
運
送
法
第
三
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
く
日
本
船
舶
・
船
員
確
保
計
画
の
認
定
等
に
関
す
る
省
令
（
平
成

二
十
年
国
土
交
通
省
令
第
六
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

（
日
本
船
舶
・
船
員
確
保
計
画
の
認
定
の
申
請
）

（
日
本
船
舶
・
船
員
確
保
計
画
の
認
定
の
申
請
）

第
一
条

（
略
）

第
一
条

（
略
）

２

前
項
の
申
請
書
の
正
本
及
び
副
本
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
そ
れ
ぞ
れ
添
付

２

前
項
の
申
請
書
の
正
本
及
び
副
本
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
そ
れ
ぞ
れ
添
付

す
る
も
の
と
す
る
。

す
る
も
の
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

個
人
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

三

個
人
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

イ

戸
籍
抄
本
又
は
本
籍
の
記
載
の
あ
る
住
民
票
の
写
し

イ

戸
籍
抄
本

ロ

（
略
）

ロ

（
略
）

３
・
４

（
略
）

３
・
４

（
略
）

（
報
告
等
）

（
報
告
等
）

第
十
二
条

（
略
）

第
十
二
条

（
略
）

２

前
項
の
報
告
書
に
は
、
当
該
報
告
書
に
記
載
す
る
日
本
船
舶
に
つ
い
て
、
報
告

２

前
項
の
報
告
書
に
は
、
当
該
報
告
書
に
記
載
す
る
日
本
船
舶
に
つ
い
て
、
報
告

に
係
る
認
定
日
本
船
舶
・
船
員
確
保
計
画
の
計
画
期
間
内
に
お
い
て
他
人
が
作
成

に
係
る
認
定
計
画
の
計
画
期
間
内
に
お
い
て
他
人
が
作
成
す
る
日
本
船
舶
・
船
員

す
る
日
本
船
舶
・
船
員
確
保
計
画
及
び
そ
の
実
施
状
況
に
関
す
る
前
項
の
報
告
書

確
保
計
画
及
び
そ
の
実
施
状
況
に
関
す
る
前
項
の
報
告
書
に
記
載
さ
れ
な
い
こ
と

に
記
載
さ
れ
な
い
こ
と
を
証
す
る
書
類
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

を
証
す
る
書
類
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

３

認
定
日
本
船
舶
・
船
員
確
保
計
画
に
準
日
本
船
舶
（
法
第
三
十
九
条
の
五
第
七

３

認
定
計
画
に
準
日
本
船
舶
（
法
第
三
十
九
条
の
五
第
五
項
に
規
定
す
る
準
日
本

項
に
規
定
す
る
準
日
本
船
舶
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。

船
舶
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
確
保
に
係
る
事
項

）
の
確
保
に
係
る
事
項
が
記
載
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
第
一
項
の
報
告
書
に
は

が
記
載
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
第
一
項
の
報
告
書
に
は
、
前
項
に
規
定
す
る
も

、
前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
当
該
認
定
事
業
者
が
運
航
す
る
全
て
の
準
日

の
の
ほ
か
、
当
該
認
定
事
業
者
が
運
航
す
る
全
て
の
準
日
本
船
舶
の
名
称
、
国
際

本
船
舶
の
名
称
、
国
際
海
事
機
関
船
舶
識
別
番
号
及
び
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ

海
事
機
関
船
舶
識
別
番
号
及
び
法
第
三
十
九
条
の
五
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
準
日

る
準
日
本
船
舶
の
認
定
（
次
項
に
お
い
て
単
に
「
認
定
」
と
い
う
。
）
の
日
を
記

本
船
舶
の
認
定
（
次
項
に
お
い
て
単
に
「
認
定
」
と
い
う
。
）
の
日
を
記
載
し
た

載
し
た
書
類
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

書
類
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

４

国
土
交
通
大
臣
は
、
前
項
の
書
類
に
記
載
さ
れ
た
準
日
本
船
舶
の
う
ち
に
、
法

４

国
土
交
通
大
臣
は
、
前
項
の
書
類
に
記
載
さ
れ
た
準
日
本
船
舶
の
う
ち
に
、
法

第
三
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
日
本
船
舶
・
船
員
確
保
基
本
方
針
に
基
づ
き
日

第
三
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
基
本
方
針
に
基
づ
き
日
本
船
舶
の
確
保
並
び
に

本
船
舶
の
確
保
並
び
に
こ
れ
に
乗
り
組
む
船
員
の
育
成
及
び
確
保
に
関
す
る
措
置

こ
れ
に
乗
り
組
む
船
員
の
育
成
及
び
確
保
に
関
す
る
措
置
に
関
連
し
て
実
施
さ
れ

に
関
連
し
て
実
施
さ
れ
る
準
日
本
船
舶
の
確
保
に
関
す
る
措
置
の
対
象
と
な
る
準

る
準
日
本
船
舶
の
確
保
に
関
す
る
措
置
の
対
象
と
な
る
準
日
本
船
舶
（
以
下
こ
の
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日
本
船
舶
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
特
定
準
日
本
船
舶
」
と
い
う
。
）
に
該
当

項
に
お
い
て
「
特
定
準
日
本
船
舶
」
と
い
う
。
）
に
該
当
す
る
も
の
が
あ
る
場
合

す
る
も
の
が
あ
る
場
合
に
は
、
速
や
か
に
、
当
該
認
定
事
業
者
に
対
し
、
次
に
掲

に
は
、
速
や
か
に
、
当
該
認
定
事
業
者
に
対
し
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た

げ
る
事
項
を
記
載
し
た
確
認
証
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

確
認
証
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）
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（
平
成
二
十
五
年
度
に
特
定
認
定
事
業
者
が
海
上
運
送
法
第
三
十
五
条
第
一
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
日
本
船

舶
・
船
員
確
保
計
画
の
認
定
の
申
請
を
す
る
場
合
に
お
け
る
同
条
第
三
項
第
三
号
の
期
間
及
び
同
項
第
五
号
の
日
本

船
舶
の
隻
数
の
増
加
の
割
合
を
定
め
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
六
条

平
成
二
十
五
年
度
に
特
定
認
定
事
業
者
が
海
上
運
送
法
第
三
十
五
条
第
一
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
日

本
船
舶
・
船
員
確
保
計
画
の
認
定
の
申
請
を
す
る
場
合
に
お
け
る
同
条
第
三
項
第
三
号
の
期
間
及
び
同
項
第
五
号
の

日
本
船
舶
の
隻
数
の
増
加
の
割
合
を
定
め
る
省
令
（
平
成
二
十
五
年
国
土
交
通
省
令
第
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

（
計
画
期
間
）

（
計
画
期
間
）

第
一
条

平
成
二
十
年
度
に
海
上
運
送
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十
五
条

第
一
条

平
成
二
十
年
度
に
海
上
運
送
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十
五
条

第
三
項
の
規
定
に
よ
る
日
本
船
舶
・
船
員
確
保
計
画
の
認
定
を
受
け
た
法
第
三
十

第
三
項
の
規
定
に
よ
る
日
本
船
舶
・
船
員
確
保
計
画
の
認
定
を
受
け
た
法
第
三
十

八
条
に
規
定
す
る
認
定
事
業
者
（
以
下
「
特
定
認
定
事
業
者
」
と
い
う
。
）
が
、

八
条
に
規
定
す
る
認
定
事
業
者
（
以
下
「
特
定
認
定
事
業
者
」
と
い
う
。
）
が
、

当
該
認
定
に
係
る
日
本
船
舶
・
船
員
確
保
計
画
（
以
下
「
現
行
計
画
」
と
い
う
。

当
該
認
定
に
係
る
日
本
船
舶
・
船
員
確
保
計
画
（
以
下
「
現
行
計
画
」
と
い
う
。

）
の
計
画
期
間
終
了
の
日
以
降
引
き
続
き
同
条
に
規
定
す
る
課
税
の
特
例
の
適
用

）
の
計
画
期
間
終
了
の
日
以
降
引
き
続
き
同
条
に
規
定
す
る
課
税
の
特
例
の
適
用

を
受
け
る
た
め
、
平
成
二
十
五
年
度
に
法
第
三
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
日

を
受
け
る
た
め
、
平
成
二
十
五
年
度
に
法
第
三
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
日

本
船
舶
・
船
員
確
保
計
画
の
変
更
（
準
日
本
船
舶
（
法
第
三
十
九
条
の
五
第
七
項

本
船
舶
・
船
員
確
保
計
画
の
変
更
（
準
日
本
船
舶
（
法
第
三
十
九
条
の
五
第
五
項

に
規
定
す
る
準
日
本
船
舶
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
確
保
並
び
に
こ
れ
に
乗
り

に
規
定
す
る
準
日
本
船
舶
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
確
保
並
び
に
こ
れ
に
乗
り

組
む
船
員
の
育
成
及
び
確
保
に
係
る
事
項
が
新
た
に
記
載
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。

組
む
船
員
の
育
成
及
び
確
保
に
係
る
事
項
が
新
た
に
記
載
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。

）
の
認
定
の
申
請
を
す
る
場
合
に
お
け
る
法
第
三
十
五
条
第
三
項
第
三
号
の
国
土

）
の
認
定
の
申
請
を
す
る
場
合
に
お
け
る
法
第
三
十
五
条
第
三
項
第
三
号
の
国
土

交
通
省
令
で
定
め
る
期
間
は
、
海
上
運
送
法
第
三
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
く
日
本

交
通
省
令
で
定
め
る
期
間
は
、
海
上
運
送
法
第
三
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
く
日
本

船
舶
・
船
員
確
保
計
画
の
認
定
等
に
関
す
る
省
令
（
平
成
二
十
年
国
土
交
通
省
令

船
舶
・
船
員
確
保
計
画
の
認
定
等
に
関
す
る
省
令
（
平
成
二
十
年
国
土
交
通
省
令

第
六
十
七
号
。
以
下
「
認
定
省
令
」
と
い
う
。
）
第
四
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず

第
六
十
七
号
。
以
下
「
認
定
省
令
」
と
い
う
。
）
第
四
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず

、
当
該
変
更
前
の
現
行
計
画
の
計
画
期
間
と
す
る
。

、
当
該
変
更
前
の
現
行
計
画
の
計
画
期
間
と
す
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）
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（
船
員
の
労
働
条
件
等
の
検
査
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
七
条

船
員
の
労
働
条
件
等
の
検
査
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
五
年
国
土
交
通
省
令
第
三
十
二
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定

で
改
正
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
こ
れ
を
加
え
る
。
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改

正

後

改

正

前

（
添
付
書
類
）

（
添
付
書
類
）

第
五
条

海
上
労
働
検
査
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な

第
五
条

海
上
労
働
検
査
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

ら
な
い
。

一

（
略
）

一

（
略
）

イ
～
ハ

（
略
）

イ
～
ハ

（
略
）

ニ

当
該
船
舶
が
法
第
百
条
の
三
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
十
三
号
ま
で
に
掲

ニ

当
該
船
舶
が
法
第
百
条
の
三
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
十
一
号
ま
で
に
掲

げ
る
要
件
に
適
合
す
る
た
め
に
船
舶
所
有
者
が
実
施
す
べ
き
事
項
並
び
に
そ

げ
る
要
件
に
適
合
す
る
た
め
に
船
舶
所
有
者
が
実
施
す
べ
き
事
項
並
び
に
そ

の
管
理
の
体
制
及
び
方
法
（
以
下
「
海
上
労
働
遵
守
措
置
」
と
い
う
。
）
を

の
管
理
の
体
制
及
び
方
法
（
以
下
「
海
上
労
働
遵
守
措
置
」
と
い
う
。
）
を

記
載
し
た
書
類

記
載
し
た
書
類

二

（
略
）

二

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
検
査
の
基
準
）

（
検
査
の
基
準
）

第
十
条

法
第
百
条
の
三
第
一
項
第
三
十
四
号
及
び
法
第
百
条
の
六
第
三
項
第
三
号

第
十
条

法
第
百
条
の
三
第
一
項
第
三
十
二
号
及
び
法
第
百
条
の
六
第
三
項
第
三
号

の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
海
上
労
働
遵
守
措
置
が
当
該
船
舶
に
お
け

の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
海
上
労
働
遵
守
措
置
が
当
該
船
舶
に
お
け

る
船
員
の
適
正
な
労
働
条
件
等
を
継
続
的
に
確
保
す
る
見
地
か
ら
み
て
適
切
に
定

る
船
員
の
適
正
な
労
働
条
件
等
を
継
続
的
に
確
保
す
る
見
地
か
ら
み
て
適
切
に
定

め
ら
れ
て
い
る
こ
と
と
す
る
。

め
ら
れ
て
い
る
こ
と
と
す
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）

第
八
号
様
式
（
第
十
六
条
関
係
）

第
八
号
様
式
（
第
十
六
条
関
係
）

2
0
0
6
年
の
海
上
の
労
働
に
関
す
る
条
約

2
0
0
6年
の
海
上
の
労
働
に
関
す
る
条
約

M
a
r
i
t
i
m
e
L
a
b
o
u
r
C
o
nv
e
n
t
i
o
n
,
2
0
0
6

M
a
ri
t
i
m
e
L
ab
o
u
r
C
o
n
v
en
t
i
o
n
,
2
0
0
6

海
上
労
働
遵
守
措
置
認
定
書

第
Ⅰ
部

海
上
労
働
遵
守
措
置
認
定
書

第
Ⅰ
部

D
e
c
l
a
r
a
t
i
o
n
o
f
M
a
r
i
t
i
m
e
L
a
b
o
u
r
C
o
m
p
l
i
a
n
c
e
P
a
r
t
I

D
e
c
l
a
r
a
t
i
o
n
o
f
M
a
r
i
t
i
m
e
L
a
b
o
u
r
C
o
m
p
l
i
a
n
c
e
P
a
r
t
I

（略

）

（略

）
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(
a
)

2
00
6
年
の
海
上
の
労
働
に
関
す
る
条
約
の
関
連
規
定
は

次
の
１
か
ら

(
a
)

2
00
6
年
の
海
上
の
労
働
に
関
す
る
条
約
の
関
連
規
定
は

次
の
１
か
ら

、
、

1
6
ま
で
に
掲
げ
る
国
内
的
な
要
件
に
よ
っ
て
完
全
に
具
体
化
さ
れ
て
い
る

。

1
4
ま
で
に
掲
げ
る
国
内
的
な
要
件
に
よ
っ
て
完
全
に
具
体
化
さ
れ
て
い
る

。

（

）

（

）

略
略

(
b
)

(a
)
に
規
定
す
る
国
内
的
な
要
件
は

次
の
１
か
ら
1
6ま
で
に
引
用
す
る

(
b)

(
a
)
に
規
定
す
る
国
内
的
な
要
件
は

次
の
１
か
ら
1
4
ま
で
に
引
用
す
る

、
、

国
内
法
規
に
規
定
さ
れ
て
い
る

。必
要
に
応
じ

当
該
国
内
法
規
の
内
容
に

国
内
法
規
に
規
定
さ
れ
て
い
る

。必
要
に
応
じ

当
該
国
内
法
規
の
内
容
に

、
、

関
す
る
説
明
を
記
載
し
て
い
る

。

関
す
る
説
明
を
記
載
し
て
い
る

。

（

）

（

）

略
略

(
c
)

(e
)

（略

）

(c
)

(
e
)

（略

）

～
～

１
1
4

（略

）

１
1
4

（略

）

～
～

1
5
.
送
還
の
た
め
の
金

（新
設

）

銭
上
の
保
証

（第
2
.

5
規
則

）

F
i
n
a
n
c
i
al

s
e
c
u
r
i
t

y
f
o
r
r
e
p
a
t
r
i
at
i
o

n(
R
e
g
u
l
a
t
io
n
2
.
5
)

1
6
.
船
舶
所
有
者
の
責

（新
設

）

任
に
関
す
る
金
銭
上

の
保
証

（第
4
.
2
規

則

）

F
i
n
a
n
c
i
al

s
e
c
u
r
i
t

y
re
l
a
t
i
n
g
t
o
s
h
i

p
o
w
n
e
r
s
'
l
i
a
b
i
l
i
t

y
(
R
eg
u
l
a
t
i
o
n
4
.
2

)

（略

）

（略

）

実
質
的
に
同
等
な
規
定

実
質
的
に
同
等
な
規
定

S
ub
s
t
a
n
t
i
a
l
eq
u
i
v
a
l
e
n
ci
e
s

S
u
b
st
a
n
t
i
a
l
e
q
ui
v
a
l
e
n
c
ie
s
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（注
該
当
し
な
い
記
述
を
抹
消
す
る
こ
と

。

）

（注
該
当
し
な
い
記
述
を
抹
消
す
る
こ
と

。

）

（N
o
t
e
:
S
t
r
ik
e
o
u
t
t
he

s
t
a
t
e
m
en
t
w
h
i
c
h
i
s
n
o
t
a
p
p
li
c
a
b
l
e

）

（N
ot
e
:
S
t
r
i
k
e
o
u
t
t
h
e
s
t
a
t
e
m
e
n
t
w
h
i
c
h
i
s
n
o
t
a
p
p
l
ic
a
b
l
e

）

１
か
ら
1
6
ま
で
の
項
目
に
記
載
し
た
も
の
を
除
く
ほ
か

2
0
0
6
年
の
海
上
の

１
か
ら
1
4
ま
で
の
項
目
に
記
載
し
た
も
の
を
除
く
ほ
か

2
00
6
年
の
海
上
の

、
、

労
働
に
関
す
る
条
約
第
６
条
３
及
び
４
に
規
定
す
る
実
質
的
に
同
等
な
規
定
を

労
働
に
関
す
る
条
約
第
６
条
３
及
び
４
に
規
定
す
る
実
質
的
に
同
等
な
規
定
を

次
に
記
載
す
る

。

（適
当
な
場
合
に
は
説
明
を
挿
入
す
る
こ
と

。

）

次
に
記
載
す
る

。

（適
当
な
場
合
に
は
説
明
を
挿
入
す
る
こ
と

。

）

（略

）

（略

）

海
上
労
働
遵
守
措
置
認
定
書

第
Ⅱ
部

海
上
労
働
遵
守
措
置
認
定
書

第
Ⅱ
部

D
e
c
l
a
r
a
t
i
o
n
o
f
M
a
r
i
t
i
m
e
L
a
b
o
u
r
C
o
m
p
l
i
a
n
c
e
P
a
r
t
I
I

D
e
c
l
a
r
a
t
i
o
n
o
f
M
a
r
i
t
i
m
e
L
a
b
o
u
r
C
o
m
p
l
i
a
n
c
e
P
a
r
t
I
I

検
査
か
ら
次
の
検
査
ま
で
の
間
に
お
い
て
継
続
的
な
遵
守
を
確
保
す
る
た
め

検
査
か
ら
次
の
検
査
ま
で
の
間
に
お
い
て
継
続
的
な
遵
守
を
確
保
す
る
た
め

に
と
る
措
置

に
と
る
措
置

M
ea
s
u
r
e
s
a
d
op
t
e
d
t
o
e
n
s
u
r
e
o
n
go
i
n
g
c
o
m
p
l
ia
n
c
e
b
e
tw
e
e
n

M
e
a
s
ur
e
s
a
d
o
p
t
ed

t
o
e
n
s
u
re

o
n
g
o
i
n
g
c
o
m
p
l
i
a
nc
e
b
e
t
w
e
e
n

i
n
s
p
e
c
t
io
n
s

i
n
s
p
e
c
t
i
o
ns

（略

）

（略

）

（第
Ⅰ
部
の
各
項
目
の
遵
守
を
確
保
す
る
た
め
に
と
る
こ
と
と
し
た
措
置
を
次

（第
Ⅰ
部
の
各
項
目
の
遵
守
を
確
保
す
る
た
め
に
と
る
こ
と
と
し
た
措
置
を
次

の
１
か
ら
1
6
ま
で
に
記
載
す
る
こ
と

。

）

の
１
か
ら
1
4
ま
で
に
記
載
す
る
こ
と

。

）

(
S
t
a
t
e
b
e
l
ow

t
h
e
m
e
a
su
r
e
s
d
r
aw
n
u
p
t
o
en
s
u
r
e
c
o
m
pl
i
a
n
c
e
w
it
h

(S
t
a
t
e
b
e
lo
w
t
h
e
m
ea
s
u
r
e
s
d
r
a
wn

u
p
t
o
e
n
s
u
r
e
c
om
p
l
i
a
n
c
e
w
it
h

e
a
c
h
of

t
h
e
i
t
e
m
s
i
n
P
a
r
t
I
.
)

e
a
c
h
of

t
h
e
i
t
em
s
i
n
P
a
rt

I
.
)

１
1
4

（略

）

１
1
4

（略

）

～
～

1
5
.
送
還
の
た
め
の
金

（新
設

）

銭
上
の
保
証

（第
2
.

5
規
則

）

F
i
n
a
n
c
i
al

s
e
c
u
r
i
t

y
f
or

r
e
p
a
t
r
i
at
i
o

n(
R
e
g
u
l
a
ti
o
n
2
.
5
)

1
6
.
船
舶
所
有
者
の
責

（新
設

）
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任
に
関
す
る
金
銭
上

の
保
証

（第
4
.
2
規

則

）
F
i
na
n
c
i
a
l
s
e
c
ur
i
t

y
r
e
l
a
t
in
g
t
o
s
h
i

p
o
w
ne
r
s
'
l
i
a
b
il
i
t

y
(
R
e
g
u
l
at
i
o
n
4
.
2

)

（
略
）

（
略
）
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附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
海
上
運
送
法
及
び
船
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
の
施

行
の
日
（
平
成
二
十
九
年
十
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
七
条
の
改
正
規
定
は
、
改
正
法
附
則
第
一
条

第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
改
正
法
附
則
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
検
査
）

第
二
条

改
正
後
の
海
上
運
送
法
施
行
規
則
第
三
十
六
条
の
二
及
び
第
三
十
六
条
の
三
の
規
定
は
、
改
正
法
附
則
第
三

条
第
一
項
に
規
定
す
る
検
査
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
手
数
料
）

第
三
条

改
正
法
附
則
第
三
条
第
七
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
手
数
料
の
額
は
、
千
三
百
五
十
円
と
す
る
。

（
証
票
等
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
四
条

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
海
上
運
送
法
施
行
規
則
第
四
号
様
式
に

よ
る
証
票
及
び
同
令
第
十
三
号
様
式
に
よ
る
証
票
並
び
に
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
海
上
運
送
法
第
三
十
五

条
の
規
定
に
基
づ
く
日
本
船
舶
・
船
員
確
保
計
画
の
認
定
等
に
関
す
る
省
令
第
五
号
様
式
に
よ
る
証
票
は
、
そ
れ
ぞ

れ
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
海
上
運
送
法
施
行
規
則
第
四
号
様
式
に
よ
る
証
票
及
び
同
令
第
十
三
号
様
式
に

よ
る
証
票
並
び
に
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
海
上
運
送
法
第
三
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
く
日
本
船
舶
・
船
員
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確
保
計
画
の
認
定
等
に
関
す
る
省
令
第
五
号
様
式
に
よ
る
証
票
と
み
な
す
。

第
五
条

第
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
船
員
の
労
働
条
件
等
の
検
査
等
に
関
す
る
規
則
第
八
号
様
式
に
よ
る
海
上

労
働
遵
守
措
置
認
定
書
は
、
そ
の
有
効
期
間
内
に
限
り
、
同
条
の
改
正
規
定
の
施
行
後
も
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す

る
も
の
と
す
る
。

（
低
引
火
点
燃
料
船
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
六
条

船
舶
機
関
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
二
十
八
年
国
土
交
通
省
令
第
八
十
八
号
）
附
則
第
二
条

第
一
項
の
船
舶
（
以
下
「
現
存
船
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
船
員
法
施
行
規

則
第
七
十
七
条
の
三
第
二
項
の
低
引
火
点
燃
料
船
に
含
ま
れ
な
い
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
改
正
法
の
施
行
の
日
以

降
主
要
な
変
更
又
は
改
造
を
行
う
現
存
船
に
つ
い
て
は
、
当
該
変
更
又
は
改
造
後
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

現
存
船
に
つ
い
て
は
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
船
員
法
施
行
規
則
第
十
一
条
第
二
項
第
十
五
号
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
た
だ
し
、
改
正
法
の
施
行
の
日
以
降
主
要
な
変
更
又
は
改
造
を
行
う
現

存
船
に
つ
い
て
は
、
当
該
変
更
又
は
改
造
後
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
権
限
の
委
任
）

第
七
条

改
正
法
附
則
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
の
権
限
は
、
所
轄
地
方
運
輸
局
長
等
（
船
舶
が
本

邦
に
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
当
該
船
舶
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
運
輸
局
又
は
特
定
運
輸
支
局
等
（
運
輸
支
局
（

地
方
運
輸
局
組
織
規
則
（
平
成
十
四
年
国
土
交
通
省
令
第
七
十
三
号
）
別
表
第
二
第
一
号
に
掲
げ
る
運
輸
支
局
（
福
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岡
運
輸
支
局
を
除
く
。
）
を
除
く
。
）
、
同
令
別
表
第
五
第
二
号
に
掲
げ
る
海
事
事
務
所
及
び
内
閣
府
設
置
法
（
平

成
十
一
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
四
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
沖
縄
総
合
事
務
局
に
置
か
れ
る
事
務
所
で
地
方

運
輸
局
に
お
い
て
所
掌
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務
の
う
ち
国
土
交
通
省
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
五

十
五
号
）
第
二
百
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
事
務
を
分
掌
す
る
も
の
を
い
う
。
）
の
長
を
い
い
、
船
舶
が
本
邦
外

に
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
関
東
運
輸
局
長
を
い
う
。
）
が
行
う
も
の
と
す
る
。


